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。)西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

γ一一一一一一一一一一一一 一一

十
ふ-¥ 

西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
に
於
け
る

主
義
と
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権

は
じ
め
に

第
一
章
西
ド
イ
ア
行
政
裁
判
所
の
発
展
と
一
般
概
括
条
項
の
史
的

概
観
(
序
に
か
え
て
〉

第

一

節

序

説

第
二
節
一
九
世
紀
中
期
か
ら
ド
イ
ツ
帝
国
の
終
り
迄
の
行
政
裁

判
所
法

第
一
款
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
憲
法
草
案
と
行
政
裁
判
所
の
創
設

第
二
款
列
記
主
義
と
一
般
概
括
主
義

第
三
節
一
九
一
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
迄
の
行
政
裁
判
所

第
一
款
ワ
イ
マ

l

ル
憲
法
下
の
行
政
裁
判
所

第
二
款
一
般
概
括
主
義
の
伝
播

第
三
款
ラ
イ
ヒ
の
行
政
裁
判
所

第
四
節
一
九
四
五
年
か
ら
一
九
六

O
年
迄
の
行
政
裁
判
所

、
主

般
概
括

(二)

秋

義

昭

山

南
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
法
|
〈
の
の
|

イ
ギ
リ
ス
地
区
軍
政
府
命
令
一
六
五
号
!
冨
列
〈
O

ロ叶同由印
l
l

・
第
三
款
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
行
政
裁
判
所
法

第
四
款
連
邦
行
政
裁
判
所
法

第
五
款
占
領
下
の
行
政
裁
判
所
法
の
一
般
概
括
条
項

第
五
節
新
連
邦
行
政
裁
判
所
法
(
〈
向

5-zpmω
町
内

H
F
n
y
g
o
H
E
J

ロ
ロ
今
i

〈君。。
l
)

第
一
款
法
の
制
定

第

二

款

法

四

O
条
一
項
の
概
括
条
項

一

内

容

二

特

色

第
三
歎
公
法
と
私
法

第
一
款

第
二
款
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料資

第
二
章
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
の
問
題

第

一

節

序

説

第
二
節
民
事
裁
判
所
の
公
法
上
の
管
轄
権

第
一
款
基
本
法
の
管
轄
指
定

一
職
務
責
任
請
求

二
公
用
収
用
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

三
民
事
裁
判
所
の
補
助
的
管
轄
権

第
二
款
法
律
に
よ
る
管
轄
指
定

一
公
法
上
の
寄
託
に
基
づ
く
財
産
法
上
の
請
求
権

(
以
上
前
号
)

一
一
供
犠
(
〉
見
。
又
R
ロ
ロ
間
)
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

三
警
察
法
上
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

西
ド
イ
ツ
営
業
法
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

五
連
邦
伝
染
病
予
防
法
及
び
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
よ
る

損
失
補
償
請
求

六
郵
便
・
電
信
事
件

七
司
法
行
政
行
為

八
カ
ル
テ
ル
行
政
事
件

九

戸

籍

事

件

十
建
築
地
事
件

十
一
公
証
人
事
件

十
二
弁
護
土
事
件

十
三
強
制
拘
留
決
定

第
三
節
指
定
規
定
の
類
型

第
四
節
指
定
規
定
の
合
憲
性
の
考
察

第
五
節
指
定
規
定
の
合
目
的
性
の
考
察

第
一
款
思
想
的
背
景
と
そ
の
批
判

第
二
款
個
別
的
考
察

一
補
償
請
求

二
補
助
管
轄
権

三
行
政
行
為
の
取
消

四
そ
の
他
の
公
法
上
の
争
い

第

三

章

結

章

供
犠
(
〉
ロ
向
。
唱
『

OHE間
)
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

〈
唱
。
。
四

O
条
二
項
は
ま
た
、

公
共
の
福
祉
の
た
め
に
す
る
供
犠
に
基

づ
く
財
産
法
上
の
議
求
権
の
主
張
に
対
し
て
も
民
事
訴
訟
を
開
い
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
公
用
収
用
は
、
憲
法
上
損
失
補
償
を
為
す
べ
き
、
財

産
権
に
対
す
る
公
権
的
侵
害
を
指
す
意
味
に
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
が
、
た
と
え
法
律
に
云
う
収
用
に
は
あ
た
ら
な
く
て
も
、
個
人
が
不
可
避

的
に
公
益
事
業
に
よ
っ
て
損
失
を
蒙
り
、
か
つ
、

一
般
の
利
益
に
於
い
て
犠

牲
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
に
は
、
公
平
な
損
失
補
償
を
受
け
る
べ
き
で
あ

(
2
)
 

る
と
す
る
の
が
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ぐ
君
。
。
の
供

犠
補
償
請
求
も
、
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
国
法
王
正

3
5
5

(
S
)
 

同
州
印
ロ
仏
河
内
持
『
同
)
の
序
章
七
四
条
、
七
五
条
に
初
め
て
表
現
さ
れ
、
今
日
の
憲

北法18(4・168)830
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法
下
で
も
独
自
の
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

に
対
す
る
補
償
請
求
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

一
般
の
利
益

判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
供
犠
補
償
請
求
で
あ
っ
て
も
、
基
本
法
十
四
条
に

(2) 

定
め
る
公
用
収
用
に
よ
る
損
失
補
償
と
性
質
を
同
じ
く
す
る
と
い
う
理
由

〈

5
)

で
、
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
を
ム
同
定
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
〈
垣
の
O
四

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

。
条
二
項
の
規
定
も
、
結
局
は
こ
の
よ
う
な
判
例
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き

た
伝
統
的
解
釈
を
立
法
化
し
、
指
定
に
よ
る
民
事
訴
訟
事
件
に
変
じ
た
の
に

過
ぎ
な
い
が
、
指
定
の
動
機
そ
の
他
の
事
情
は
、
多
く
は
先
に
公
用
収
用
に

基
す
く
損
失
補
償
請
求
の
と
こ
ろ
で
論
じ
た
こ
と
が
、
こ
の
場
合
に
も
そ
の

ま
ま
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

(
1
)

今
村
成
和
「
国
家
補
償
法
」
一

O
頁
は
「
こ
の
言
葉
に
的
確
な
言
葉

を
あ
て
は
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
さ
れ
、

k
F
己
『
口
問
】
向
。
ョ
ロ
聞
の

語
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
お
ら
れ
る
。
〉
戸
問
。
司
向
。
HHH口
聞
は
、
「
犠
牲
補

償
」
(
沢
井
裕
・
「
西
ド
イ
ツ
に
於
け
る
国
家
補
償
序
説

l
〉
丘
岳
町
内
2
・

呂
田
白
日
胃

5
r
研
究
の
た
め
に
l
|
|
」
)
「
供
犠
」
〈
南
博
方
「
行
政
裁
判

制
度
」
〉
等
の
様
に
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
応
「
供
犠
」
の

訳
に
従
っ
て
お
〈
。

(

2

)

ワ
イ
マ

l

ル
憲
法
下
に
於
い
て
も
両
者
の
区
別
は
通
説
・
判
例
共
に

認
め
て
き
た
よ
う
で
あ
り
、
ボ
ン
基
本
法
の
下
に
於
い
て
も
、
解
釈
上

〉
え
c
Z
R口
口
問
の
存
立
意
義
は
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
(
今

村
・
前
掲
書
・
十
四
・
十
五
頁
)

井一言

). 

(

3

)

プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
国
法
序
章

七
四
条
「
国
民
の
個
々
の
権
利
・
利
益
と
、
共
同
体
の
福
祉
増
進
の

た
め
の
権
利
・
義
務
と
の
聞
に
現
実
の
矛
盾
(
衝
突
)
を
生
じ
た
時

は
、
前
者
は
後
者
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

七
五
条
「
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
す
る
特
別
の
権
利
・
及
び
利
益
の

供
犠
に
於
い
て
は
、
関
係
人
に
対
し
て
場
合
の
事
情
に
相
当
す
る
正

当
な
補
償
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
』

g
g
g
山
口
耳
〉
gMMHdnrgmHWRRF包
括
ロ
ロ
凹
『
何
回
〉
信
念
玄
OHEm

s
L
F
E間ロロロ向・

5
2
・
ω-NN)

(

4

)

一
般
的
に
は
侵
害
が
直
接
財
産
的
価
値
あ
る
権
利
に
関
す
る
も
の
で

な
い
場
合
(
思
出
-
C
F
〈・

5
・
N
-

呂
田
・
思
出
N
・
∞
・
呂
町
同
)
、

あ
る
い
は
、
高
権
的
侵
害
が
関
係
者
に

H

間
接
的
に

μ
(
5
5巾
吾
氏
)

損
害
を
与
え
る
、
す
な
わ
ち
、
損
害
が
侵
害
行
為
の
副
次
的
効
果

(ロロ『
E
Z
F
n
Z保
持

z
s
g当
局

WEMm)
と
し
て
生
ず
る
よ
う
な
場
合

に
於
い
て
認
め
ら
れ
る
。
(
国
・
出
巾
司
自
由
E
u
。同町

g
E
n
F
4
2
7
E
n
Z

H
N
2
r
g片岡
2
3
m
r
a窓
口
〈
D
口

ι耳
目

t
K
2
F
n
z
g
-
N
N
m
a
切仏・

]戸申皿山町・

ω・ω
印印)・

(

5

)

同仰の
N・
5
日・

ω・
5
A
y
m
C
M
P
5
N・
ω・
ω
g
-
m
C
M
P
H
g・
ω-N印由、

岡山の
MHH
叶。・∞
-ZAP-

c
r
u
〈

O
Z白
-Z口
問
調
g
n
v
z
g
H
w
g
F
ω
・
E
-

(
6
)
 

警
察
法
上
の
規
定
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求

警
察
が
、
警
察
上
の
緊
急
事
態

(
Z
2
2
8
ι
)
の
際
に
、
本
来
責
任
の
な

北法18(4・169)831



料

い
者
に
負
担
を
か
け
る
こ
と
を
要
求
し
た
時
は
、
こ
の
処
置
に
よ
っ
て
損
害

資

を
蒙
っ
た
関
係
者
は
損
失
補
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
損
害
を
与
え

る
行
為
を
命
令
し
た
官
吏
の
勤
務
す
る
団
体
が
補
償
の
義
務
を
負
い
、
補
償

請
求
に
関
し
て
は
通
常
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
る
。
こ
の
規
定
は
、
合
法
的
に

為
さ
れ
た
警
察
許
可
(
℃
O
ロ
No--HnZ開
ユ

E
Z
U
)
が
、
後
に
公
共
の
利
益
の
(
1〉

観
点
か
ら
撤
回
さ
れ
た
り
、
制
限
さ
れ
た
り
す
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
。

特
別
な
規
定
が
な
い
た
め
に
、
権
限
を
有
す
る
民
事
裁
判
所
は
、
争
い
の

額
に
応
じ
て
、
区
裁
判
所
、
あ
る
い
は
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
で
あ
る
(
裁
判
所

構
成
法
二
三
条
、
七
一
条
)
。

こ
の
警
察
法
上
の
損
失
補
償
請
求
が
、
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る

の
は
、
基
本
法
一
四
条
三
項
四
段
、
〈
君
。
。
四

O
条
二
項
と
同
じ
趣
旨
に

基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
警
察
法
上
の
損
失
補
償
規
定
が
あ
る

な
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
様
な
損
失
は
、
ま
さ
に
公
共
の
利
益
の
た
め
に

す
る
供
犠
に
基
づ
く
損
失
、
あ
る
い
は
公
用
収
用
に
基
づ
く
損
失
と
み
な
さ

れ
、
そ
れ
故
に
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
が
肯
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
に
も
、
警
察
処
分
の
取
消
(
〉
ロ

porEm)
、
変
更

E
E
E
0・

2
口
問
)
の
目
的
を
も
っ
て
為
さ
れ
る
行
政
訴
訟
と
、
そ
の
損
失
の
補
償
を
求

め
る
民
事
訴
訟
と
が
分
離
す
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

ハ
1
)

プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法

(
P
2ロ
2
7
8
句
。

E
m守
合
唱
と

Z
ロmM・

mgaN
〈・

7

∞
・
お
ω同
)
七

O
条
l
七
三
条
、
最
近
の
ラ
ン
ト
法
上
の

規
定
も
、
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

(
2
)
ω
t
。r
u
p
p

。-mFω
∞叶・

四

ド
イ
ツ
営
業
法
(
の

2
0叶
gDH仏
国
民
口
町
)
に
基
づ
く
損
失
補
償

請
求

公
共
の
利
益
に
多
大
な
損
害
と
危
険
性
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
産

業
施
設
の
使
用
が
禁
ぜ
ら
れ
る
場
合
は
、
一
九

O
O
年
の
ド
イ
ツ
営
業
法

(
p
d
q
O
H
Z
O
H
含

g聞
く
・
以
・
斗
・

3
0
C
)

五
一
条
一
項
に
よ
り
、
所
有
者
に

対
し
て
、
そ
の
明
ら
か
な
損
害
に
対
し
補
償
が
為
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
損
失
補
償
の
争
い
に
つ
い
て
は
出
訴

(
m
R
Y百
三
回
)
が
認
め
ら
れ
る

(
五
一
条
二
項
〉
。

し
か
る
に
、
こ
こ
で
は
H

訴
訟
u

と
あ
る
の
み
で
、
民
事
裁
判
所
・
行
政

裁
判
所
の
区
別
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
一
般
的
に
は
民
事
裁
判
所
を

指
す
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ

は
、
こ
の
損
失
補
償
は
、
明
ら
か
に
公
用
収
用
の
場
合
に
あ
た
る
の
で
あ
る

か
ら
、
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
が
基
本
法
か
ら
直
接
導
か
れ
る
と
い
う
こ

勺
ド
イ
ツ
営
業
法
自
体
が
、
禁
止
処
分

(
C
5
5問
。
口
伝
〈
足
跡
m
g
m
)
(
2
)
 

に
対
し
て
は
よ
向
井
口
日
ョ
(
訴
願
・
今
日
の
行
政
裁
判
手
続
)
が
認
め
ら
れ
、

他
方
、
損
失
補
償
に
対
し
て
は
長
-grg言
明
還
を
聞
く
と
規
定
す
る
こ
と

北法18(4・170)832



(
3
)
 

に
よ
っ
て
、
手
続
を
二
分
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(2) 

(

1

)

「
こ
こ
に
於
い
て
は
自
由
に
営
業
を
実
施
す
る
権
利
が
、
直
接
侵
害

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
法
的
な
利
益
の
侵
害
に
と
ど

ま
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
規
定
に
よ
る
侵
害
は
通
常
は
公

用
収
用
と
云
い
得
る
。
」
(
出
・
国
耳
目
白
ロ

U
F
F
0・
ω・
80)・

ま
た
、
「
合
法
的
に
組
織
さ
れ
、
営
ま
れ
て
い
る
産
業
経
営
に
於
け

る
高
権
的
処
分
で
あ
る
」

(
ω
z
y
v
F
P
C
-
∞・

8
g・

(

2

)

ド
イ
ツ
営
業
法
二

O
条

「
決
定
に
対
し
て
は
直
近
行
政
庁
に
対
す
る
&
河
内
宮
、
が
認
め
ら
れ

る。」

(

3

)

寸

3
R
a
g
g山
r
z
z
n
Z
2
3
3白
-Z口
問
問

mnrHFω
・

Mg-

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

五

連
邦
伝
染
病
予
防
法
及
び
家
蓄
伝
染
病
予
防
法
に
よ
る
損
失

補
償
請
求

一
九
六
一
年
の
「
連
邦
伝
染
病
予
防
法
」
(
の
2
3
2『
〈

R
E
Eロ
m
g
L

F
E
E
-
A
g
m
5
2
3岡
町
民
白
州
内

H
S
W
F
E
g
g
-
v向
g
R
Zロ
〈
-

H

∞
・
斗
-

S
2
l∞∞
E
n
y
gの
|
)
は
、
「
こ
の
法
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
に
関
す
る

争
い
に
対
し
て
は
通
常
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
」

(
六
一
条
)
と
規
定
し
、

九
O
九
年
の
「
家
畜
伝
染
病
予
防
法
」
(
ヨ
各
ω
2
n
r
g
m
g
o
F
く・

M
少
由
・

5
S
1
5各国
2
n
r
g
o
i
)
に
よ
る
損
失
補
償
請
求
に
関
し
て
残
さ
れ
て
い

た
民
事
裁
判
所
と
行
政
被
判
所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
の
争
い
を
そ
の
範
囲
で

も

f
i
j
」

;
 

通

決
定
し
た
。

管
轄
権
に
関
す
る
争
い
が
立
法
的
に
解
決
さ
れ
る
以
前
は
、
行
政
裁
判
所

と
民
事
裁
判
所
で
、
管
轄
権
を
め
ぐ
っ
て
見
解
は
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る

(
2
)
 

が
、
結
局
、
争
点
は
、
伝
染
病
予
防
法
の
損
失
補
償
を
惹
起
す
る
行
政
庁
の

行
為
が
、
基
本
法
に
云
う
公
用
収
用
、
な
い
し
、
供
犠
の
用
件
を
満
足
す
る

か
ど
う
か
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
た
。
代
表
的
な
判
決
は
、
連
邦
裁
判
所
の
一
九

五
五
年
四
月
二
一
日
の
判
決
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
を

(
3
)
 

肯
定
し
て
、
次
の
様
に
云
っ
た
。

ー

l
法
が
、
単
に
病
気
の
疑
い
が
あ
る
と
云
う
こ
と
だ
け
で
、
家
畜
の
殺

害
命
令
を
認
め
、
更
に
、
狂
犬
病
の
犬
と
関
係
し
た
と
い
う
単
な
る
仮
定

に
基
づ
い
て
そ
の
犬
の
殺
害
を
強
制
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く

公
用
収
用
に
他
な
ら
な
い
。
家
畜
は
伝
染
病
に
か
か
っ
て
い
な
い
か
も
知

れ
ず
、
公
共
の
危
険
性
が
別
に
現
れ
て
も
い
な
い
の
に
、
所
有
権
を
法
的

に
、
強
制
的
に
侵
害
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の

種
の
処
方
に
対
す
る
損
失
補
償
の
額
に
関
す
る
争
い
に
つ
い
て
は
基
本
法

十
四
条
三
項
に
よ
っ
て
通
常
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
|
|

連
邦
補
判
所
の
こ
の
見
解
は
、
連
邦
裁
判
所
一
九
五
六
年
二
月
二
七
日
の
判

{
a
-
z
}
 

決
、
及
び
、
一
九
六
一
年
十
月
十
六
日
の
判
決
以
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
、

こ
の
見
解
を
踏
襲
し
て
、

出

ω
2各
自
の
の
立
法
者
は
、
立
法
に
際
し
て
訴

訟
条
項
の
疑
義
に
対
す
る
立
法
的
解
決
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
伝
染
病
予
防
法
と
同
一
の
根
拠
に
基
づ
き
、
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
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料

を
肯
定
し
得
る
も
の
に
、
植
物
保
護
処
分
の
際
の
損
失
補
償
請
求
が
あ
る
。

一
九
三
七
年
の
「
裁
培
植
物
保
護
法
」
(
の

2
2
N
注
目
的

n
Z
Q
【
首
相
ハ
ロ
江
戸
・

資

告
白
g
N
m
p
く・印・

ω
・

5
U斗
)
九
条
、
及
び
、
一
九

O
四
年
の
「
ぶ
ど
う
の

こ
ぶ
虫
対
策
法
」
(
の

2
2
N
r
2お
ほ
め
口
弘
去
何
回
兵
吉
岡
田

vp口
問
仏

R
H州各
-EP

〈
-
由
・

J

可
同
山
由
。
h
F
)

六
条
・
七
条
は
、
損
失
補
償
の
規
定
を
置
き
な
が
ら
、
両

規
定
と
も
裁
判
所
の
管
轄
権
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

規
定
に
つ
い
て
も
、
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
が
一
致
し
て
肯
定
さ
れ
て
い
る

の
は
、
全
く
先
の
伝
染
病
予
防
法
の
場
合
と
同
じ
こ
と
が
こ
こ
で
も
云
い
得

(
6
)
 

る
か
ら
で
あ
る
。

(

1

)

一
九
六
一
a

年
の
「
連
邦
伝
染
病
予
防
法
」
は
、
就
業
禁
止
に
よ
る
収

入
の
損
失
、
種
痘
の
疾
患
、
消
毒
、
あ
る
い
は
建
物
等
の
と
り
こ
わ
し

に
工
る
鎮
害
等
、
か
な
り
広
く
損
失
補
償
の
規
定
を
置
い
て
い
る
(
四

九
J
六
一
条
)
。

こ
の
連
邦
伝
染
病
予
防
法
は
一
九

O
O年
の
「
ラ
イ
ヒ
伝
染
病
予

防
法
」
(
の

g
2
N
Z口
・
仏

5
p
w
E
B又
戸
口
問
問
。

B
2ロ
moEH-wrR

F
S
F
Z
g
く・

ω。・∞・

5
0中|一一
F
g
h耳
目
。
|
)
を
改
正
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
前
法
に
比
し
て
損
失
補
償
を
認
め
て
い
る
範
囲
が
か
な

り
広
い
。
そ
し
て
、
何
回
日

y
gの
は
、
一
九

O
九
年
の
〈
符

Z
2
n
Y
8
0

と
同
じ
く
、
損
失
補
償
請
求
を
置
い
て
は
い
た
が
、
裁
判
管
轄
に
関
す

る
規
定
は
な
か
っ
た
。

行
政
裁
判
所
は
一
貫
し
て
伝
染
病
予
防
法
の
補
償
を
、
公
用
収
用
補

(
2
)
 

償
と
区
別
し
、
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
を
肯
定
し
て
き
た
。

例
え
ば

。
コ
プ
レ
ン
ツ
(
関

ozgN)
高
等
行
政
裁
判
所
一
九
五
五
年
八
月
二
五
日

判
決
(
口
。
〈
・

3
3・
mr
∞由斗)

|
|
一
九

O
九
年
の
〈
ぽ

Z2nrgο
の
立
法
者
は
、
そ
の
法
に
於
い

て
、
一
般
的
に
規
定
さ
れ
た
付
加
的
義
務
を
家
畜
の
所
有
者
に
課
し
、

こ
れ
を
一
律
に
統
一
的
に
社
会
的
に
拘
束
す
る
所
有
権
の
内
容
的
制
限

(
g
Z
E
E
5
F明
白
自
国
間
)
を
定
め
た
:
:
:
。
所
有
権
は
最
初
か
ら

危
険
な
状
態
が
広
が
り
得
る
と
い
う
公
共
の
危
険
性
に
於
い
て
制
限
を

負
っ
て
い
る
社
会
的
抵
当

(BNEo
出
否
。
岳
会
)
を
負
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
〈

5
z
g
h
v
gの
に
よ
る
命
令
は
、
警
察
処
分
(
匂

o
r
a
-
R
Z

Y
向島

g
Z
5
)
で
あ
り
、
警
察
的
観
点
に
基
づ
き
所
有
者
に
対
し
て
命

令
さ
れ
る
、
物
の
破
壊
(
〈

E
n
z
g四
)
は
公
用
収
用
で
は
な
い
|
|

更
に
一
九
五
八
年
十
月
十
四
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
(
回
〈
角
唱
の
門

戸

ω
-
N印
吋
)
一
九
六
一
年
二
月
二
八
日
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決

(回〈。
2
0
F
H
N・
ω・
∞
ご
一
九
六
一
年
一
一
一
月
一
一
一
日
ミ
ユ
ン
ス
タ
!

?
E
5符
円
)
高
等
行
政
裁
判
所
判
決
(
切
〈
句
者
。
円
ロ
・

ω・
8)
も、

ほ
ぼ
同
じ
理
由
で
、
行
政
裁
判
所
の
管
結
権
を
肯
定
し
て
い
る
。

(
3
〉
貝
い
E
N何
百
・

ω・
5
叶・

(
4
〉

貝
U
出
N円

N0.ω
・
ロ

N・

(
5
)
3
4司
-
E
S
-
ω
-
N印
N-

(

6

)

学
説
に
於
い
て
も
、
見
解
は
分
か
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、

w
・
ウ
ェ

l
バ
l

(

巧
2
ロ
2

巧
m
Z円
)
は
伝
染
病
予
防

法
の
損
失
補
償
の
性
質
を
次
の
様
に
説
明
し
、
民
事
訴
訟
を
肯
定
し
て
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-

-

ん?

(2) 

い
た

(Z』巧・

5
8
・∞
-
g酌
)

「
病
気
に
か
か
っ
た
家
畜
を
殺
害
せ
よ
と
い
う
警
察
命
令
は
、

法
上
み
ら
れ
る
如
く
〉
、
家
畜
の
所
有
者
に
対
し
て
、
警
察
上
の
状
態

責
任

(
N
E
E
邑
E
P旨
凹
)
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
所
有
権
法
上

の
分
類
で
は
、
所
有
権
の
拘
束
(
何
回

m
g
g
g争
5
E口
問
)
で
あ
る
。
基

本
法
は
こ
の
意
味
で
の
損
失
補
償
を
規
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

に
も
拘
ら
ず
、
家
畜
伝
染
病
法
が
損
失
補
償
を
規
定
し
て
い
る
の
は
次

の
様
な
理
由
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
有
者
に
正
当
に
届
出
義
務
を
履

行
さ
せ
、
所
有
者
が
も
み
消
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
危
険
な
傾
向
を
妨

ぐ
た
め
に
、
そ
し
て
所
有
者
の
悲
運
に
対
す
る
援
助
の
意
味
も
含
め

て
、
あ
る
い
は
ま
た
、
実
際
に
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
疑

い
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
判
明
す
る
余
裕

の
な
い
う
ち
に
、
す
ば
や
く
処
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
川
う
こ
と
に
よ

守
唱
。

(
警
察

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管繕権

単
ぶ
、
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
殺
害
命
令
が
為
さ
れ
た
な
ら

ば
、
(
実
際
に
は
病
気
で
な
か
っ
た
の
だ
が
・
:
:
:
:
)
、
こ
の
警
察
命
令

は
、
第
三
者
、
す
な
わ
ち
警
察
上
の
状
態
責
任
に
よ
っ
て
、
何
ら
義
務

を
負
っ
て
い
な
い
所
有
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の

場
合
に
は
警
察
上
の
緊
急
事
態

(
Z
2
2
8
ι
)
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
基
本
法
十
四
条
の
公
用
収
用
に
よ
る
損
失
補
償

が
問
題
に
な
り
、
そ
れ
故
に
民
事
訴
訟
が
ム
円
定
さ
れ
る
。

家
畜
伝
染
病
予
防
法
は
、
そ
の
両
者
を
区
別
せ
ず
、
従
っ
て
そ
の
損

失
補
償
が
ど
の
程
度
迄
憲
法
に
よ
る
損
失
補
償
な
の
か
、
ど
の
程
度
迄

1 

憲
法
か
ら
独
立
し
た
他
の
種
類
の
損
失
補
償
な
の
か
に
よ
っ
て
区
別
を
設
け

て
い
な
い
点
に
特
色
を
有
す
る
。
そ
の
こ
と
は
家
畜
の
伝
染
病
を
有
効
に
克

服
す
る
た
め
に
は
所
有
権
の
侵
害
も
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
と
い
う
考
え

が
前
提
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
損
失
補
償
は
今

日
、
憲
法
に
よ
っ
て
民
事
訴
訟
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

H

公
用
収
用
損
失

補
償
H

と
、
行
政
裁
判
所
が
、
そ
の
管
轄
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る

H

そ

の
他
の
種
類
の
損
失
補
償
μ

の
両
方
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
具
体
的
な
事
件
に
於
い
て
家
畜
伝
染
病
法
の
損
失
補
償
に
関
す

る
判
決
を
分
類
す
る
こ
と
は
意
味
が
な
い
し
、
実
際
上
も
不
可
能
で
あ
る
。

従
っ
て

H

公
用
収
用
損
失
補
償
H

の
部
分
は
基
本
法
に
よ
っ
て
当
然
民
事
裁

判
所
に
管
轄
権
が
帰
属
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
部
分
は
全
体
の
中
で
個
別
化

す
る
こ
と
が
不
可
能
な
る
が
故
に
、
警
察
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
た
家
替
の
殺

害
に
対
す
る
損
失
補
償
に
関
す
る
判
決
は
民
事
裁
判
所
の
手
に
残
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

他
方
、

ハ

l

マ
ン
は
「
社
会
的
拘
束

(
ω
O
H
岡田

-zp岡
山
戸
一
回
開
)
か
ら
は
そ
れ
故
に
、
所

有
権
の
剥
奪
(
開
口
R
E
F
S
m
)
あ
る
い
は
破
棄
(
〈
自
己
n
y
Zロ
問
)
を
国
家
が

行
な
い
得
る
権
限
は
で
て
こ
な
い
」
(
出
血
B
S口一

u
g
c
gロ
仏
間
巾
認
定
切
問
。
B
-

目。ロ
S
♂

m

w

H
臼
)
と
し
、

あ
る
い
は
、
シ
ュ
テ
イ
ヒ
は
「
伝
染
病
予
防
法
は
疑
い
も
な
く
公
用
収

用
・
供
犠
の
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
。
所
有
権
の
社
会
的
拘
束
に

基
づ
く
議
論
は
成
り
立
た
な
い
。
所
有
権
が
社
会
的
義
務
を
有
す
る
と
レ
う

こ
と
は
所
有
権
を
否
認
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
所
有
権
は
『
そ
の
行
使
』

北法18(4・173)835



料

(。巾
r
S
5
r
)
が
社
会
的
に
制
限
さ
れ
て
い
る
が
故
に
所
有
権
者
の
側
で

制
限
さ
れ
る
限
り
で
の
み
社
会
義
務
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
上
の
社
会

義
務
は
所
有
権
の
本
質
・
内
容
に
関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
」

(
ω
t
n
y
u
p

p
。・

ω・
ち
C
)

と
主
張
す
る
。

資

郵
便
・
電
信
事
件

一
八
七
一
年
の
「
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
郵
便
事
業
法
」
(
の
g
O
R
S
R
円宮

司
0
2
4
5
B
F
ι
g
ロ
2
吉
宮
ロ
列

a
n
F
〈
-

N
∞
・
回
。
・
広
三
|
司
cm件
。
|
)

二
五
条
三
項
が
、
「
被
徴
収
者
(
開

H
Z回目。ュ
g)、
す
な
わ
ち
、
使
用
料
請
求

に
関
し
て
徴
収
さ
れ
る
者
に
は
、
出
訴
(
列
2
7
g垣
内
問
)
が
許
さ
れ
る
」
と
規

定
し
二
八
九
九
年
の
「
電
報
事
業
法
」
(
む
回
目
、
『
巳
舟
m
g
z
g唱。
m
?の
g
O
R

....... ，、

く・]戸∞・

H
N
.

zslH，
巳
毛
布
。
|
)
十
三
条
が
、
現
在
の
、
特
別
な
施
設

の
移
転
や
変
更
、
あ
る
い
は
不
動
産
の
侵
害
に
よ
る
損
失
補
償
に
対
し
て
出

訴
を
許
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
、
民
事
裁
判
所
へ
の
出
訴
を
意
味
す
る
と

理
解
さ
れ
て
い
た
。

一
九
二
八
年
の
「
電
信
施
設
に
関
す
る
法
」
(
の
2
2
N
5
2
m，R
ロ
包
包
舟
・

g
u
m
g
〈

-
E・同
-
S
N
T
t
F
B
B〉ロ
5
1
)
九
条
一
項
二
段
、
及
び
二

四
条
で
、
更
に
明
示
的
に
、
使
用
料
の
支
払
い
義
務
に
関
す
る
全
て
の
争
い

を
民
事
裁
判
所
に
指
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
に
規
定
さ
れ

た
、
放
送
・
電
信
施
設
の
建
設
作
業
の
権
限
賦
与
、
電
報
運
送
、
電
信
通
話

の
認
可
，
電
信
網
へ
の
接
続
、
使
用
料
徴
収
(
。
$
5
5
5
H
r
r
g
m
)
の
法

律
問
題
は
、
今
迄
に
説
明
し
て
き
た
職
務
責
任
の
問
題
、
あ
る
い
は
、
公
用

収
用
の
問
題
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
、
明
白
に
行
政
法
上
の

〈

2
)

問
題
で
あ
る
。

に
も
拘
ら
ず
、
明
文
で
使
用
料
上
の
争
い
が
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
背
景
に
は
、
「
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
に
よ
る
権
利
保
護
は

全
て
失
な
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
行
政
裁
判
所
は
、
通
常
は
列
記
主
義
に
よ
っ

て
管
轄
権
が
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
考
慮
が
働
い
て
い

治
)
す
な
わ
ち
、
行
政
裁
判
所
の
管
績
か
ら
も
れ
た
事
件
を
、
な
ん
と
か
裁

判
所
の
審
査
に
服
さ
し
め
ん
と
す
る
法
技
術
的
動
機
が
そ
こ
に
窺
れ
る
の
で

(
4〉

あ
る
。し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
行
政
裁
判
制
度
の
下
で
、
郵
便
・
電
信
事
件
が

民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
な
根
拠
は
見
出
し
難

ぃ
。
む
し
ろ
、
使
用
料
上
の
争
い
が
問
題
に
な
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
使

用
料
不
払
の
故
に
、
電
話
接
続
が
遮
断
さ
れ
る
等
の
行
政
処
分
を
争
う
場
合

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
も
、
こ
の
指
定
規
定
に
対
す
る
批
判
の
声
が
多
く
聞

ハ
5
〉

か
れ
る
。

(
1
)
ω
H
F
n
y山

p

p
。・

ω
・骨
{}ω
・

(

2

)

一
九
六
一
年
一

O
月
二

O
日
・
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
(
ロ
〈
回
-
S

目
N

・
ω・
ω叶叶)・

1
1
一
九
三
九
年
十
一
月
二
四
日
の
「
電
話
法
」
明
司
自
目
安
R
E
H
E
E
m

北法18(4・174)836



ー

l
j
j
 

ん!

(2) 

4
・

E
・
ロ

-Sω
∞
)
二

O
条
一
項
に
よ
っ
一
て
す
る
加
入
関
係

(JF-z・

各
自
負
語
ろ
と

gz)
の
解
除
に
関
す
る
争
い
に
対
し
て
は
行
政
訴
訟
が

開
か
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
当
事
者
間
の
法
律
関
係
は
公
法
に
属
す

る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
で
あ
る
連
邦
郵
便
(
四
回
ロ
仏
宮
司

SH)
は
、
公
の

電
話
網
に
関
す
る
電
話
事
業
を
、

H

公
の
、
公
法
に
基
づ
く
任
務
μ

(ω
自
己

5Z-F自
民
伊
豆
ロ
各
自
列

2r
当
日
N
O
F
F
〉
民
間
ω宮
)
と
し

て
行
っ
て
い
る
。
被
告
が
電
話
法
二

O
条
一
項
に
よ
り
加
入
関
係
の
解

除
を
す
る
権
限
が
あ
る
か
否
か
に
関
す
る
訴
訟
に
対
し
て
は
、
電
話
事

業
の
筋
行
者
と
し
て
の
郵
便
が
個
々
の
加
入
者
の
上
位
に
位
置
し
て
い

る
か
、
あ
る
い
は
対
当
な
契
約
当
事
者
と
し
て
相
対
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
は
関
係
な
く
、
〈
君
。
。
四

O
条
一
項
に
よ
っ
て
行
政
訴
訟
が

開
か
れ
る
|
|
。

そ
の
他
、
「
す
な
わ
ち
、
連
邦
郵
便
の
使
用
料
は
、
公
共
団
体
が
公
の

施
設
の
利
用
に
対
し
て
徴
収
す
る
水
道
・
電
気
等
の
使
用
料
と
同
じ
も

の
で
あ
っ
て
公
法
上
の
使
用
料
で
あ
る
」

(
g
w
r
v
p
内w・

c・
ω・品。一
ωγ

「
こ
こ
で
は
、
指
定
さ
れ
た
争
い
は
疑
い
も
な
く
公
法
的
性
質
を
有

し
、
公
法
上
の
債
権
の
徴
収
を
問
題
に
し
て
い
る
」
(
国
内
山
口

B
Bロ山
F

P
0
.
ω
-
u日(
)
)
・

(

3

)

「
電
話
加
入
者
が
使
用
料
の
不
払
い
を
理
由
に
電
話
接
続
を
高
権
的

に
遮
断
さ
れ
た
場
合
に
、
市
民
が
そ
の
電
話
接
続
遮
断
の
行
政
処
分
を

争
お
う
と
し
て
も
以
前
は
、
そ
れ
を
救
済
す
る
道
が
な
か
っ
た
。
従
っ

て
法
が
使
用
料
の
争
い
を
民
事
裁
判
所
に
指
定
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ

っ
て
少
な
く
と
も
最
低
限
の
権
利
保
護
が
為
さ
れ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

、

(戸

Z
E
E
Eロ
山
目
。
問

22N-wrokrr聞
耳
目

g
m
L耳

目内
0
3
2
0ロN

含

N
2・
5
ι
3
2岳
ロ
ロ
間
的
問
巾
江
口

rzg号
H
F
∞
-E)

(

4

)

一
九
六
一
年
十
二
月
十
八
日
・
連
邦
裁
判
所
判
決

(
U。〈・

3
8・

ω・
8
8
は
、
指
定
の
根
拠
を
、
も
っ
ぱ
ら

H

歴
史
的
理
由
μ

に
求
め

て
次
の
様
に
云
う

あ
る
」

|
|
』
吋
己
垣
内
聞
の
二
条
三
項
の
損
失
補
償
請
求
が
公
法
的
な
性
質
の
も

の
か
ど
う
か
に
拘
ら
ず
、
法
の
発
布
さ
れ
た
時
代
の
用
語
例

(ω
官
Rra

聞
各
自
己
円
『
)
に
従
が
え
ば
、
通
常
(
民
事
〉
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
考
え

ら
れ
る
。
叶
己
毛
布
。
の
理
由
書
に
も
行
政
庁
の
決
定
に
対
し
て
は

H

通
常
訴
訟
u

が
開
か
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ

は
伝
統
(
吋
S
L
E
D口
)
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
特
別
な
法
の
指
定
に

基
づ
く
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
指
定
に
よ
る
管
轄
は
従
っ
て

2
8四
O
条
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
|
|
。

(
5〉

Z
2
5田
口
口

U
F
P
0・
ω-Hω
・

「
行
政
裁
判
所
の
概
括
条
項
の
導
入
以
来
、
そ
の
様
な
法
政
策
的
考
慮

の
余
地
は
全
く
な
く
な
っ
た
。
」

七

司
法
行
政
行
為

裁
判
所
構
成
法
施
行
法
吉
田
回
ロ
注
目
H

包
括
局
2
2
N
Nロ
自
の

g
n
Z
2
2・

宮

E
口
間
切
開
宮
内
定
|
県
出
ヨ
V
|
)
一
一
一
一
一
条
{
一
ニ

O
条
に
よ
っ
て
、
商
法
・
民

事
訴
訟
法
・
非
訟
事
件
を
含
め
た
私
法
の
領
域
の
、
い
わ
ゆ
る
司
法
行
政
行

為

G
g
E
2『
g
r
g
m
E
E
)
に
つ
い
て
の
裁
判
は
、
第
一
審
、
最
終
審
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• 

料

と
も
に
、
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
の
民
事
部

(NHizg円)、

例
外
的
に
、

資

開(
U

の
ぐ
の
二
九
条
に
よ
っ
て
、
連
邦
裁
判
所
の
民
事
部
が
管
轄
権
を
有
す

ヲ

Q

。司
法
行
政
行
為
と
云
っ
て
も
、
司
法
行
政
庁
(
』
g
t
N〈

0
2岳
gmmgvcHa

に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
処
分
で

《
目
。
)
や
執
行
行
政
庁
(
〈
C}NHM岡田
Z
E
H
r
)

あ
る
以
上
、
司
法
行
政
行
為
の
取
消
に
対
し
て
も
行
政
訴
訟
が
関
か
れ
る
と

す
る
の
が
原
別
で
あ
る
。

開

g-〈
の
一
一
一
一
一
条
一
項
の
規
定
は
、
そ
の
処
分

の
合
法
性
に
関
す
る
判
決
を
通
常
裁
判
所
に
委
任
す
る
と
規
定
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
限
り
で
例
外
的
に
行
政
裁
判
権
の
裁
判
管
轄
を
刷
制
限
す
る
も
の

(
2
v
 

で
あ
る
。

司
法
行
政
行
為
の
合
法
性
が
通
常
裁
判
所
で
判
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

よ L、
つう
て考
判え
断方
さ tこ
れは
ー「

行司
政法
裁行
判政
所行
の為
審は
査
に行
親政
し行
ま為
なと
L 、会;zo;
」 ε
とて
いも
う

豪華
カこ

あ
り
、
ま
た
〈
垣
の
O
草
案
の
段
階
に
於
け
る
連
邦
議
会
の
理
由
書
に
は

「
司
法
行
政
庁
の
、
特
殊
な
司
法
的
行
政
行
為
(
吉
田

E
自
民
拓
民
〈
巾
ヨ
牛

Z
ロ
岡
田
共
同
)

の
審
査
は
、

通
常
裁
判
所
に
ま
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
は
審
査
に
と
っ
て
必
要
な
、
民
法
上
、
刑
法
上
の
知
識

(
関
白
星
同
仲
間
)
や
経
験
司
法
ゲ
ヨ
ロ
也
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で

〈

4
V

あ
る
」
と
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
民
法
を
含
む
私
法
の
実
体
的
規
定

に
基
づ
く
行
政
庁
の
行
為
で
あ
る
が
故
に
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
が
肯
定
さ

故
な
ら
、

れ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が
、
明
文
の
規
定
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ

る
以
前
は
、
確
か
に
、
司
法
行
政
行
為
の
概
念
に
関
す
る
論
議
と
共
に
、
そ

の
管
轄
権
を
め
ぐ
る
問
題
は
ひ
と
つ
の
テ
l
マ
で
あ
っ
た
が
、
最
近
は
あ
ま

り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

(

1

)

司
法
行
政
行
為
の
概
念
は
、
「
商
法
・
民
事
訴
訟
法
・
非
訟
事
件

を
含
め
た
私
法
の
領
域
の
個
々
の
規
定
に
基
づ
き
、
可
法
行
政
庁

(
】
戸

HMtNZVC同
島
内
)
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
命
令
(
〉
ロ
向
島
民
国
間
)
、
指
定

(〈
R
E
F
m
g
m
)
、
そ
の
他
の
処
分
」
更
に
、
「
自
由
刑
(
明
HmFragωa

g同
g)
、
保
安
・
改
善
措
置
(
豆
島

E
F目。

ι
R
自
己

5
5
m
g品

切
g
R
E口
問
)
、
少
年
犯
の
懲
戒
拘
置
(
』
口
問
g
宏
司
自
叶
)
及
び
拘
留

(
C
E
o
g
g
n
E口
問
凹
「
阻
止
)
の
執
行
に
於
け
る
執
行
行
政
庁
の
命
令
・
指

定
及
び
そ
の
他
の
処
分
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
切
の
の
〈
の
二
三
条
一

項)。

何

(
2
〉
〈
唱
。
。
一
七
九
条
に
於
い
て
、
開
の
の
〈
の
一
一
一
一
一
条
J
三
O
条
を
挿

入
し
、
司
法
行
政
行
為
に
関
し
て
特
別
な
権
利
保
護
手
続
が
作
ら
れ
て

い
る
。
(
例
え
ば
、
取
消
訴
訟
と
同
時
に
、
義
務
づ
け
訴
訟
の
可
能
性

を
認
め
る
、
切
の
の
〈
の
二
三
条
二
項
、
二
七
条
)

o

連
邦
の
立
法
者

は
、
こ
こ
で
、
久
し
く
望
ま
れ
て
い
た
行
政
裁
判
権
の
法
の
統
一
を
か

な
え
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
通
常
裁
判
権
に
対
し
て
も
行
政
訴
訟
手
続

の
小
型
版
(
自
5
5
Z
Bロ
怒

g)
と
も
云
う
べ
き
手
続
を
授
け
た
。

(m-

g
k
r
u
何
百
HHa己
H
n
F
R
M
N
R
Y
Z
2
7¢
H
N
m叩
溝
口
〈
民
話
mw-Zロ
m
g
k命

令
同
』
gZNSHHロ
仏
〈
色
町
民
的
回
『
岳
町
三
叩
戸
匂
。
〈
・

5
8
4
ω
・
8
∞・)
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3
1
 

4
1
 

(2) 

(

3

)

一
九
五
七
年
十
二
月
十
九
日
・
連
邦
行
政
裁
判
所
判
決
(
切
〈
雪
量
、
の
円

出・

ω・
∞
∞
)

1

1
司
法
大
臣

G
E
N
E
-
g
m
g
)
の
確
認
は
、
単
に
、
民
事
訴
訟
法

に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
い
か
な
る
場
合
に
、
他
の
判
決
の
承
認
が
排

除
さ
れ
る
か
を
定
め
る
民
事
訴
訟
法
三
二
八
条
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る

が
放
に
、
当
該
決
定
は
行
政
裁
判
所
の
審
査
に
服
さ
な
い
。

(

4

)

国
河
口

mnZ君
。
可
『
工
の

a
s
r
s
N
E
H
M
河
2
7
2君
命
向
日
』
口
凹
己

NSHt

唱
と

Z
ロ向田岡巳巾柏町内出「
2
Z
P
U〈
切
戸
H
m
v
印∞・

ω・
魚
河
)

(

5

)

ル
シ
ェ
ワ
イ
は
、
司
法
権
の
作
用
を
、
判
決
・
裁
判
所
行
政
(
裁
判

所
長
官
の
決
定
等
)
・
そ
の
他
の
行
政
に
=
一
分
し
、
い
わ
ゆ
る
司
法
行

政
行
為
は
、
最
後
の
「
そ
の
他
の
行
為
」
で
あ
る
と
す
る
。
更
に
、
そ

れ
を
、
生
来
的
司
法
行
政
行
為
(
問
$
2
8
0
』
g
t
N
4
2
4邑
Z
P問
国
共
同
)

と
称
す
る
判
決
主
体
の
活
動
に
対
す
る
外
的
条
件
を
形
成
す
る
全
て
の

処
置
(
例
え
ば
、
裁
判
官
や
公
務
員
の
勤
務
監
督
・
費
用
の
取
立
等
〉

と
、
選
択
的
司
法
行
政
行
為
(
間
島
0
5
5
T
E
N
d吊
2
岳
g
m
g
k
)
と

称
す
る
裁
判
所
の
法
宣
言
的
行
為
と
は
直
接
関
係
の
な
い
行
為
で
あ
っ

て
、
他
の
行
政
庁
に
よ
っ
て
も
行
な
わ
れ
得
る
行
為
(
例
え
ば
、
弁
護

士
・
公
証
人
・
訴
訟
代
理
人
の
許
可
等
)
に
分
類
す
る
。
そ
し
て
、

宮
仰
ぐ
。
Z
F
H
g
二
五
条
一
項
二
段
の
例
外
規
定
に
よ
り
、
行
政
裁
判

所
の
管
携
が
排
除
さ
れ
る
の
は
、
右
の
生
来
的
司
法
行
政
行
為
の
み
で

あ
っ
て
、
他
方
は
い
ぜ
ん
と
し
て
行
政
裁
判
所
の
管
轄
権
が
肯
定
さ
れ

て
い
る
と
主
張
し
て
い
た
。
(
河
口
凹

nzd之内
q
r
u
p
p
c・
m
-
E∞)

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管給権

、ー

i
j
 

ん{

1¥ 

カ
ル
テ
ル
行
政
事
件

一
九
五
七
年
の

「
競
争
制
限
禁
止
法
」

(oapzRmast司
z
r
T

者
向

ggmnF品目
W
E問
。
ロ
〈
-

N
叶・叶・

5
5
に
よ
れ
ば
、
カ
ル
テ
ル
行
政

庁
(
烈
R
Z口
四
国
広
三
命
)
の
決
定
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
、
あ
る
い
は
、
連

邦
経
済
省

(∞
g
宮
呈
同
宮
E
g
g
-
5
5
2
5
)
の
一
定
の
処
分
に
対
す

る
異
議
申
し
立
て
に
関
す
る
行
政
事
件
(
五
一
条
・
八

O
条
)
に
於
い
て

は
、
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
の
カ
ル
テ
ル
部

(FHZFg巳
)

が
判
決
し
、
連

邦
裁
判
所
へ
の
上
告
が
認
め
ら
れ
て
い
る
(
八
七
条
J
九
一
条
)
。

「
競
争
制
限
禁
止
法
」
に
よ
る
行
政
事
件
は
、
疑
い
も
な
く
、
連
邦
・
省
・

連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
(
回

g
E
g
g
-色
白
白
骨
)
の
処
分
や
決
定
に
対
す
る
不
服
の

・
申
し
立
て
で
あ
り
、
行
政
処
分
を
争
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
、
公
法

上
の
争
い
に
他
な
ら
な
い
。

現
在
、
こ
の
行
政
事
件
が
、
原
則
的
に
は
権
限
を
有
す
る
は
ず
の
行
政
裁

判
所
か
ら
、
民
事
裁
判
所
の
権
限
に
移
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う

か
。
決
定
的
な
理
由
は
定
か
で
は
な
い
が
、
推
測
し
得
る
根
拠
と
し
て
は
、

経
済
法
上
の
争
い
に
あ
っ
て
は
、
行
政
裁
判
所
に
比
較
し
て
民
事
裁
判
所
の

方
が
よ
り
多
く
の
経
験
を
積
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
、
経
済
法
上
の
特
殊
な

争
い
に
対
応
し
て
、
特
別
な
部
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
慮
が

あ
る
こ
と
、
位
で
あ
る
。
し
か
し
、
経
験
の
有
無
は
、
管
轄
分
配
の
決
定
的

北法18(4・177)839



料

基
準
に
は
な
り
得
な
い
し
、
ま
た
、
法
は
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
・
連
邦
裁
判

所
に
「
カ
ル
テ
ル
部
」
を
設
置
す
る
規
定
を
置
い
て
い
る
と
云
っ
て
も
、
裁

判
官
の
特
別
な
構
成
、
あ
る
い
は
専
門
の
裁
判
官
を
任
命
す
る
こ
と
を
全
く

規
定
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
立
法
者
が
経
済
上
の
争
い
の
特
殊
性
を
こ
と

資

さ
ら
考
慮
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
。

(

1

)

ω

江口
ru
白

-
P
0・
ω
-
K
F
H
0
・
「
連
邦
・
省
・
連
邦
カ
ル
テ
ル
庁
の
処

分
は
、
疑
い
も
な
く
H

真
の
行
政
官
庁
に
よ
る
莫
の
行
政
行
為
u

に
他

な
ら
な
い
」

出
向

Hgmロロ山。・同・
0
・
ω・
8
a
も
「
通
常
の
行
政
庁
に
よ
る
行
政
行

為
の
取
消
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
」

(
2
〉
競
走
制
限
禁
止
法
も
、
カ
ル
テ
ル
事
件
の
行
政
事
件
た
る
こ
と
に
従

ぃ
、
手
続
を
定
め
て
い
る
。
例
え
ば
取
消
の
形
式
と
期
間
(
六
五
条
J

七
五
条
〉
、
不
行
為
訴
訟
(
六
二
条
・
六
五
条
)
、
手
続
関
係
者
会
ハ
六

条
)
、
口
頭
弁
論
(
六
八
条
)
、
職
権
審
理
主
義
の
適
用
と
長
官
の
教
示

義
務
(
六
九
条
)
、
抗
告
判
決
の
内
容
(
特
に
、
取
消
・
義
務
づ
け
判

決
・
七

O
条
一
項
J
三
項
〉
。

九

戸

籍

事

件

一
九
五
七
年
の
「
戸
籍
法
」

(
F
5
8
8
m
gロ
含
問
。
ロ
〈
・
∞
-
∞

-
S勾
)
四

五
条
に
よ
れ
ば
、
一
戸
籍
吏

(ωZEgゲ
2
5
5
)
が
、
こ
の
法
、
あ
る
い
は
他

の
法
規
に
規
定
さ
れ
た
職
務
行
為
耳
目

ZEE-gm)
の
着
手
を
拒
絶
す
る

円

1
)

時
は
、
区
裁
判
所
(
〉
B
Z開
3nrH)
が
そ
れ
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
区

裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
は
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
へ
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
判
決

に
対
し
て
は
更
に
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
へ
の
抗
告
が
認
め
ら
れ
る
ハ
四
九

条〉。戸
籍
法
は
、
両
親
の
結
婚
に
よ
る
私
生
児
の
認
知
確
認
会
二
条
)
、

籍
簿
の
笠
録
訂
正
命
令
(
四
七
条
〉
に
対
し
て
は
、
後
見
裁
判
所

2
0
5月

の
直
接
的
な
管
轄
轄
権
を
認
め
て
い
る
が
、
戸
籍
吏
に
対

し
て
固
有
の
権
限
が
指
定
さ
れ
て
い
る
限
り
|
l
l
例
え
ば
、
婚
姻
前
の
公
示

の
発
布
・
解
除
・
婚
姻
登
録
・
そ
の
他
一
戸
籍
に
関
し
て
重
要
な
事
柄
、
及
び

ロ《由民

E仲間
0
5
Z
)

父
子
関
係
・
母
子
関
係
の
確
認
証
明
1
l
'戸
籍
吏
は
、
行
政
に
属
す
る
職
務

行
為
を
行
な
っ
て
い
る
と
云
え
る
。

戸
籍
法
四
五
条
は
、
公
務
員
た
る
戸
籍
吏
の
義
務
で
あ
る
職
務
行
為
に
つ

い
て
規
定
し
、
そ
れ
は
確
か
に
区
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
着
手
を
促
さ
れ
は
す

る
お
〉
そ
れ
以
外
に
司
法
行
政
と
の
組
織
的
関
連
を
有
す
る
も
の
で
は
な

ぃ
。
逆
に
、
通
常
、
戸
籍
吏
に
は
、
市
長
(
回

c
a
R
5
3
5
)
が
任
ぜ
ら
れ

る
(
五
三
条
)
が
、
そ
の
際
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
法
律
上
の
身
分
が
、
も

も
つ
ば
ら
自
治
組
織
法
上
に
根
拠
を
有
す
る
公
務
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
一
戸
籍
吏
の
義
務
で
あ
る
仕
事
は
、
市
町
村
に
対
し
、

H

委
任
に
よ
る

履
行
μ

(

尽
E
E
-
-
5
m
g
n
r
〉
口
語
U
E
m
)
の
た
め
に
、
従
っ
て
、
行
政
法

上
の
意
味
に
於
け
る
H

委
任
事
務
μ

(

〉
5
5
m
g口問。

z
g
Z
H片
)
と
し
て 戸

北法18(4・178)840 
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i

i

 

寸

i
，

z
i

委
せ
ら
れ
た
国
家
の
事
務
で
あ
る
。

(2) 

一
戸
籍
指
定
(
句
3
0
5
5
g包
g
R
Z口
)
が
、
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
て

い
る
の
は
、
戸
籍
吏
の
行
為
が
、
後
見
裁
判
所
の
行
為
(
従
っ
て
、
一
般
的

〈

S
)

に
は
、
非
訟
事
件
に
於
け
る
そ
れ
)
と
密
接
に
関
連
を
有
し
、
戸
籍
吏
は
、

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

一
層
、
民
法
・
婚
姻
法
等

そ
の
職
務
行
為
の
実
質
的
な
内
容
に
関
し
て
は
、

の
私
法
規
定
に
た
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
技
術
的
考
慮
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。

(

1

)

「
戸
籍
法
四
五
条
の
目
的
は
、
戸
籍
更
の
職
務
行
為
の
着
手
を
求
め

る
請
求
権
を
有
す
る
限
り
、
関
係
者
(
切
え
丘
一
MmZロ
)
に
、
権
利
の
保

護
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
(
一
九
六
一
年
十
二
月
一
一
一
一
日

ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
〈
わ
色
。
〉
判
決

l
u〈
回
・

ss・
ω・
白
色
|
)

(

2

)

「
戸
籍
吏
の
職
務
行
為
の
拒
絶
に
対
し
、
そ
の
着
手
を

H

さ
せ
る
μ

(gvと
る
の
は
、
行
政
裁
判
所
が
行
政
行
為
の
拒
絶
を
違
法
な
も
の
と

み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
原
告
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み

な
す
限
り
、
し
か
も
判
決
を
下
し
得
る
迄
に
、
取
り
調
べ
が
進
ん
で
い

る
場
合
に
、
そ
の
職
務
行
為
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
行
政
庁
に

H

義
務

づ
け
る
μ

(
ぐ
2司
2
M
n
E
E
m
)
判
決
(
〈
君
。
。
一
一
三
条
四
項
前
段
)

を
す
る
の
に
等
し
い
」
(
同
・
冨
巳
-
2
u
U〈
切
戸
】
山
由
N
・
ω
-
E品・
0
ド。

(Um--。
出
g
n
F
く

-
N
N
-
H
N
・
5
2
に
対
す
る
評
釈
)

(

3

)

戸
籍
吏
が
職
務
行
為
を
正
当
に
拒
絶
し
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
裁

判
手
続
は
非
訟
事
件
法
(
の
g
O
R
E
-
}伶
『
内
田
町
〉
口
問
己
伶
m
g
Z
5ロ
LO門

町

H24〈
E
F
m
g
c
m
H
F
n
y
g
r
R
r
2円
)
の
手
続
に
従
う
ハ
戸
籍
法
四
八
条
)

i

z

j

 

j
 

の
で
、
職
権
審
理
主
義
が
適
用
さ
れ
る
(
非
訟
事
件
法
二
一
条
)
。

十

建
築
地
事
件

一
九
六

O
年
の
「
連
邦
建
築
法
」
(
回
E
L
g
g
a
g
R
N
〈
・
ぉ
・
∞
・

5
8
)

に
よ
れ
ば
、
建
築
地
事
件
(
回
E
E
E
n
yむ
)
を
審
理
す
る
た
め
に
、
第
一

〔

2
)

審
と
し
て
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
設
け
ら
れ
た
「
建
築
地
事
件
の
た
め
の
部
」

(
F
5
5
2
E
H
F己
g
L
E
n
Z口
)
が
あ
た
り
、
こ
の
裁
判
所
の
判
決
に
対

す
る
控
訴
審
と
し
て
、
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
に
設
け
ら
れ
た
「
建
築
地
事
件

〈

3〉

の
た
め
の
部
」

(m自
己
富
岡

F
G
E
E
E
n
r
oロ
)
、
最
高
審
と
し
て
連
邦
裁
判

桁
か
あ
た
る
旨
定
め
ら
れ
て
い
る
(
一
六

O
条
、
二
ハ
九
条
、
一
七

O
条)。

連
邦
建
築
法
に
定
め
ら
れ
た
、
こ
の
建
築
地
事
件
の
た
め
の
部
は
、
先
の

建
築
地
調
達
法

(
F
d
F
E
Z
R
E
F諸国
m
B
E
d
-
ω
・∞・

5印
ω)

い
で
す
で
に
採
用
さ
れ
て
い
た
方
法
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
前
法
に

比
し
て
、
そ
の
管
轄
権
は
か
な
り
拡
大
さ
れ
て
い
る
。

」
の
よ
う
な
裁
判
官
の
特
別
な
構
成
と
特
別
な
手
続
を
有
す
る
部
を
設
け

る
試
み
は
、
今
迄
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
種
の
争
い
に
於
い
て
往
々
生
ず

る
と
こ
ろ
の
、
補
償
上
の
争
い
を
民
事
裁
判
所
に
指
定
し
て
い
る
こ
と
に
基

づ
く
訴
訟
の
複
線
性

(
N
Z在
2
2
m
r
z
ι
R
m
R
Z
Z刊
号
)
の
問
題
を
何

と
か
解
決
せ
ん
と
し
て
採
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
て
、
徴
収
行
為
の
適
法
性
の

ほ
か
、
収
用
に
よ
る
損
失
補
償
額
に
つ
い
て
の
争
い
も
、
特
に
設
置
さ
れ
た

tこ
於
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キヰ

裁
判
所
に
あ
わ
せ
て
審
査
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
手
続
も
民
事
訴

訟
法
と
は
か
な
り
異
な
る
内
容
を
有
し
、
一
本
立
て
の
出
訴
可
能
な
方
法
が

と
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
限
り
で
複
線
性
の
問
題
も
解
決
さ
れ
る
の
は
確
か
で

資

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
試
み
は
、
初
め
て
登
場
し
た
建
築
地
調
達
法
の
時
代

{
n
O
}
 

か
ら
、
そ
の
合
憲
性
に
関
し
て
は
強
い
疑
い
が
も
た
れ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
基
本
法
十
四
条
の
趣
旨
は
、
民
事
裁
判
所
が
、
正
規
の
構
成
に
於
い
て

補
償
の
額
を
決
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
他
方
、
徴
収
行
為
自
体
の
適
法
性
に

つ
い
て
は
、
概
括
主
義
に
よ
っ
て
行
政
裁
判
所
が
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
に
か
か
わ
ら
ず
、
建
築
地
事
件
に
於
け
る
訴
訟
規
律
は
、
組
織
分
裂
へ

と
導
く
特
別
裁
判
所
設
立
の
傾
向
を
促
進
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
法
政

策
的
に
み
て
極
め
て
遺
憾
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
匂
そ
こ
で
、
連
邦
建

築
法
の
「
建
築
地
事
件
の
た
め
の
部
」
が
、
基
本
法
に
云
う
通
常
裁
判
所
と

云
い
得
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
が
、
一
九
五
六
年
二
月
一
一
一
一
一
日
の
連
邦
憲

法
裁
判
所
(
切
口
邑
g
元
民
自
包
括
凹
m
g
n
Z
)
は
次
の
様
に
説
示
し
て
、
そ
の

〔

8
)

方
法
の
妥
当
な
こ
と
を
根
拠
づ
け
た
の
で
あ
っ
た
。

|
|
建
築
地
事
件
の
た
め
の
部
に
、
公
用
収
用
損
失
補
償
の
種
類
や
額
に

関
す
る
裁
判
所
の
判
決
を
指
定
す
る
こ
と
は
基
本
法
に
反
し
な
い
。
す
な

わ
ち
、
基
本
法
十
四
条
三
項
四
段
は
、
公
用
収
用
損
失
補
償
に
関
す
る
争

い
を
一
般
的
な
通
常
裁
判
所
に
指
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
特
別
裁
判
所

記
指
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
、
立
法
者
が
公
用

収
用
事
件
に
於
い
て
、
裁
判
所
の
構
成
や
手
続
に
対
す
る
特
別
な
規
定
を

禁
じ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
で
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
扱
わ
れ
る

事
柄
の
特
殊
性
の
故
に
一
般
的
な
手
続
や
管
理
規
定
か
ら
離
反
す
る
こ

と
(
〉
『
4
5
R
Eロ
開
)
は
認
め
ら
れ
る
。

げ
通
常
裁
判
所
へ
の
出
訴
μ

(問。

n
z
z
a
〈

O
H
円
四

8
D
L
E
E
n
y自
の

3
n
z
g
)
の
概
念
は
、
単
に

一
般
的
な
規
定
に
よ
っ
て
任
ぜ
ら
れ
、
手
続
を
有
す
る
判
決
主
体
の
み
を

云
う
の
で
は
な
く
、
特
別
な
素
杯
に
対
し
て
特
に
構
成
さ
れ
、
手
続
を
有

す
る
判
決
主
体
を
包
含
す
る
こ
と
も
妨
げ
な
い
。
勿
論
、
基
本
法
十
四
条

一
項
四
段
の
意
味
に
於
い
て
組
織
・
手
続
の
点
で
憲
法
に
違
反
で
き
な
い

こメ
のル
通ク
常マ
裁 i
判ル
所は
の守
本ら
質ね
をば
害な
すら
るな
もい
のが
で、

2豪
い地
。調

票差
判に
決於
主い
体て
をは

特
別
に
構
成
す
る
動
機
は
、
民
事
裁
判
所
が
今
迄
の
様
に
、
損
失
補
償
の

額
の
み
で
な
く
統
一
的
な
手
続
で
公
用
収
用
の
行
政
行
為
の
適
法
性
に
つ

い
て
も
判
決
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
っ
て
行
政
裁
判
官
の

の行
合政
憲法
判の

主義
支の
え特
ら別
れな
て知
、識

連や

室長
築を
法必
は要
と

霊Z
地の
調で

雲雪
量i
定

を
引
き
継
、
ぎ
、
な
い
し
は
、
更
に
充
実
さ
せ
て
、
建
築
地
事
件
部
を
規
定
す

る
に
至
っ
た
。

連
邦
建
築
法
一
五
七
条
一
項
の
指
定
規
定
は
、
ま
さ
に
、
公
用
収
用
処
分

の
取
消
と
公
用
収
用
損
失
補
償
に
関
す
る
争
い
と
を
、
と
も
に
民
事
裁
判
所

北法18(4・180)842
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に
ま
か
せ
る
点
に
、
そ
の
特
殊
性
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
前
示
憲
法
裁
判
所

の
判
決
に
も
拘
ら
ず
、
な
お
問
題
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(2) 

(

1

)

「
建
築
地
事
件
」
が
何
で
あ
る
か
は
、
連
邦
建
築
法
一
五
七
条
一
項

が
規
定
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

a
、
区
画
整
理
手
続
(
四
五
条
以
下
)
、
境
界
整
理
手
続
(
八

O
条
以
下
)
、

公
用
収
用
手
続
(
八
五
条
以
下
)
に
於
い
て
生
ず
る
行
政
行
為
を
争
う

場
合
。

b
、
四
年
以
上
継
続
す
る
変
更
禁
止
(
一
八
条
)
、
建
築
認
可
拒
絶
(
二

一
条
二
項
三
項
)
、
市
町
村
に
よ
る
先
買
権
の
行
使
(
二
八
条
〉
、
建
築

計
画
に
於
け
る
公
共
用
地
の
決
定
(
四

O
条
)
、
無
建
築
地
及
び
保
護

地
の
決
定
(
四
一
条
〉
、
土
地
の
立
入
り
そ
の
他
の
作
業
の
着
手
(
一

五
一
条
二
項
)
等
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
に
関
す
る
争
い
。

(

2

)

議
長
を
含
む
ラ
ソ
ト
裁
判
所
の
二
人
の
裁
判
官
と
、
行
政
裁
判
所
の

三
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
つ
六

O
条
)
。

(

3

)

議
長
を
含
む
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
の
二
人
の
裁
判
官
と
、
高
等
行
政

裁
判
所
の
三
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
(
一
六
九
条
)
。

(
4
〉
連
邦
裁
判
所
に
は
、
下
級
審
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
裁
判
官
の
特
別
な

構
成
は
存
在
し
な
い
。

(

5

)

特
に
、
職
権
審
理
主
義
の
適
用
(
一
六
一
条
二
項
)
、
手
続
関
係
者

(
一
六
二
条
)
、
裁
量
決
定
の
取
消
(
二
ハ
三
条
)
、
判
決
内
容
(
一
六

六
条
可
欠
席
判
決
の
除
外
(
一
六
七
条
)
等
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は

争
い
の
公
法
的
性
質
・
行
政
行
為
の
取
消
と
い
う
こ
と
か
ら
生
ず
る
変

更
で
あ
る
。

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

3
z
v
i
j
j
t
 

i
 

ハ
6
〉
忌
g
四E
E
7白
色
ロ

U
U
E
H
W
Oロロ
R
の
E
邑四
g
a
F
∞
-aω
・・

(
7
)
Z
E
g
g
f
U
5
寸

5
5
5
m
仏
2

2庶
民

]HnZ口
百
円
山
仏
月
〈
ヰ

者
曲
目

Z
出
向
田

m
o
Hル
nrarawmuF片
岡
ロ
ロ
巾
E
g
n
E同ロト
ω
-
N
U
1品
J

M

り

ogHF同町四
U

P
F
0
.
m
v
ω
。
由
・

国
E
R
R
(ロ
〈
回
H

・
3
2
・
ω
-
N
N
N
)

は
「
基
本
法
一
九
条
四
項
に
よ

れ
ば
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
権
は
、
単
に

H

補

助

的

u
(
E
Z正
SH)

な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
通
常
訴
訟
は
、
独
立
行
政
裁
判
所
へ
の
出
訴
の

可
能
性
が
存
在
す
る
時
は
常
に
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政

裁
判
権
か
ら
公
用
収
用
の
事
件
領
域
を
と
り
出
す
こ
と
に
対
し
て
は
、

基
本
法
一

O
一
条
一
項
二
段
(
「
例
外
裁
判
所
は
許
さ
れ
な
い
、
何
人

も
そ
の
法
律
の
定
め
る
裁
判
官
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
わ
れ
て
は

な
ら
な
い
」
)
違
反
が
認
め
ら
れ
る
|
|
」
と
す
る
。

判
例
と
し
て
は
、

一
九
五
五
年
四
月
一
九
日
ラ
ン
ト
裁
判
所
(
出

gr日
間
)
判
決
(
宮
口
戸

回
申
印
日
・
∞
-

A

F由
∞
)

ー
ー
ー
建
築
地
調
違
法
以
前
は
、
公
用
収
用
の
根
拠
と
合
法
性
に
つ
い
て

は
、
行
政
争
訟
手
続
で
、
一
方
損
失
補
償
の
額
に
つ
い
て
の
争
い
は
、

も
っ
ぱ
ら
民
事
裁
判
所
の
管
繕
権
で
あ
っ
た
。
今
、
迄
、
行
政
裁
判
所
の

管
務
権
を
民
事
裁
判
所
の
任
務
に
指
定
す
る
の
は
行
政
裁
判
所
の
排
他

的
な
管
轄
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
で
の
み
可
能
で
あ
る
。
ま
た
他
方
、

建
築
地
事
件
の
た
め
の
部
は
、
事
実
上
、
機
能
上
、
特
別
裁
判
所
で
あ

っ
て
、
基
本
法
十
四
条
三
項
の
意
味
に
於
け
る
通
常
裁
判
所
(
裁
判
所

構
成
法
十
二
条
が
そ
れ
を
定
め
る
〉
に
あ
た
ら
な
い
|
|
同
旨
・
一
九

五
五
年
四
月
二
七
日
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
(
四
月
g
g
)
判
決
。

北法18(4・181)843 



料

(

8

)

切
〈
え
の
円
切
仏
串
・

ω・
ω∞
斗

HHZ』巧・

3
8・
ω・由
N
印・

(

9

)

例
え
ば
、
ナ
ウ
マ
ン
は
か
よ
う
に
違
憲
の
疑
い
の
あ
る
規
律
を
為
さ

ざ
る
を
得
な
い
唯
一
の
原
因
は
基
本
法
十
四
条
三
項
四
段
そ
の
も
の
に

あ
る
と
し
、
む
し
ろ
、
こ
の
規
定
は
廃
止
せ
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し

(
Z
2
5
8ロ山
0
・
ω
-
N
A
5
、
あ
る
い
は
、
シ
ユ
テ
イ
ヒ
は
、
十
四
条

三
項
の
H

裁
判
所
u

の
前
の
H

通
常
μ

の
語
を
と
り
去
り
、
行
政
裁
判

所
が
公
法
上
の
損
失
補
償
請
求
の
問
題
を
と
も
に
判
決
す
べ
き
で
あ
る

と
主
張
す
る

(ω
丘町『一

F
P
C
-
ω
・
台
J
1

・
UOHE-guHNSr仲間回口
rEN-

-uHoggora
豆
島
E
r
g
s
分
H
F
a
g
i
E
L
F
m
F
o
g
-立
25pm

〈〈町民

p
a
g
m
g
L
3
2岳
E
伺凹官
orrgo
仏
2
m
g
B口三ロロロ間

口口仏戸田口門目。由主白ロ己口問

ω・
HAFN
〉)

資

+ 

公
証
人
事
件

九
ノ、

年
の
ー「
/，¥. 
A 
証
人
法
L一
回

E 
0.. 

2 
D 

同

D 

a‘ ロ
ロ
ロ
qロ
〈

E、2
e‘ 
N 

1-' 
<D 

由H
)

に
基
づ
い
て
生
ず
る
行
政
行
為
は
、
公
証
人
法
一
一
一
条
に
よ
っ
て
裁

判
所
に
取
消
を
請
求
し
得
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
第
一
審
に
ラ
ン
ト
高
等

裁
判
所
、
第
二
審
に
連
邦
裁
判
所
が
あ
た
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
に
於
い
て

は
、
公
証
人
に
対
す
る
懲
戒
事
件
(
ロ
目
玉

g
R
E
n
Zロ
)
に
つ
い
て
規
定
さ

れ
た
裁
判
官
の
構
成
を
も
っ
て
審
理
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ン
ト
高
等
裁

判
所
で
は
、
裁
判
長
、

一
人
の
陪
席
判
事
、

一
人
の
公
証
人
た
る
陪
席
判
事

連
邦
裁
判
所
で
は
、
裁

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
(
一

O
一条、

一
C
二
条
)
、

判
長
、
二
人
の
裁
判
官
、
二
人
の
公
証
人
た
る
陪
席
判
事
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
(
一

O
六
条
)
。

こ
こ
で
公
証
人
事
件

(
Z
D
g
a
R
Zロ
)
と
は
、
公
証
人
陪
席
判
事
の
任
命

(
七
条
〉
、
公
証
人
の
任
命
(
十
二
条
・
十
三
条
)
、
任
地
の
指
定
(
一

O
条)、

弁
護
士
あ
る
い
は
他
の
公
証
人
と
の
関
係
(
九
条
)
、
罷
免
(
五

O
条
)
を

対
象
と
す
る
ラ
γ
ト
司
法
行
政
庁
の
行
政
行
為
を
争
う
も
の
で
あ
っ
て
、
手

続
と
し
て
は
、
出
訴
権
(
〉
ロ

5阿
国

g
p宮
仲
間
)
に
つ
い
て
、
〈
君
。
。
四
二
条

〈

1
〉

ニ
項
と
同
じ
違
法
な
権
利
侵
害
の
要
件
を
必
要
と
す
る
こ
と
、
ラ
ン
ト
司
法

(
2
)
 

行
政
庁
の
裁
量
決
定
の
審
査
を
〈
君
。
。
一
一
四
条
と
同
じ
方
法
に
制
限
す

る
こ
と
、
出
訴
期
間
(
決
定
の
通
知
後
一
カ
月
)
と
同
時
に
、
不
行
為
の
申

(
S
V
 

し
立
て

(
C三
宮
仲
間
宮
町
8
5
5
m
M
)
の
可
能
性
を
〈
唱
。
。
七
五
条
に
従
っ

て
決
定
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
(
一
一
一
条
一
項
・
二
項
)
。

更
に
、

公
証
人
法
一
一
一
条
四
項
二
段
は
、
連
邦
弁
護
士
法
(
凶
E
仏
ganrag-唱
円

-
Z
D
L
Eロ
聞
く
・
ゲ
∞
・

5
印
申
)
を
指
定
し
て
お
り
、
連
邦
弁
護
士
法
四

O
条

四
項
は
、
非
訟
事
件
手
続
法
の
適
用
を
認
め
て
い
る
た
め
に
、
職
権
審
理

(〉
B
Z官
民
ロ
ロ
間
)

の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
(
非
訟
事
件
手
続
法
十
三
条
〉
。

ラ
ン
ト
の
司
法
行
政
庁
の
決
定
を
争
う
公
証
人
事
件
が
、
ラ
ン
ト
高
等
裁

判
所
及
び
連
邦
裁
判
所
で
組
織
さ
れ
た
公
証
人
懲
戒
事
件
の
た
め
の
部
に
指

ー
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
先
に
み
て
き
た
司
法
行
政
行
為
、
あ
る
い
は
戸
籍
事

件
を
争
う
場
合
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で

L 
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は
あ
る
が
、
技
術
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
一
応
是
認
さ
れ
て
い
る

(
w
b
)
 

と
こ
ろ
で
あ
る
。

(2) 

(
1
)

〈
君
。
。
四
二
条
二
項
(
取
消
・
義
務
づ
け
訴
訟
)

「
他
の
法
律
に
規
定
が
な
い
限
り
、
原
告
が
行
政
行
為
、
あ
る
い
は
そ

の
拒
絶
・
不
行
為
に
よ
っ
て
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
時
に
の

み
訴
訟
は
許
さ
れ
る
」

(

2

)

〈
君
。
。
一
一
四
条
行
政
裁
量

「
行
政
庁
が
そ
の
裁
量
に
従
っ
て
行
為
す
る
権
限
が
あ
る
限
り
、
裁
判

所
は
裁
量
権
の
捻
越
や
濫
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
行
政
行
為
の
拒
絶
・

不
行
使
・
あ
る
い
は
そ
の
行
政
行
為
が
法
に
違
反
し
て
い
る
か
ど
う
か

に
つ
い
て
も
審
査
す
る
」

(
3
)

〈
君
。
。
七
五
条
(
不
行
為
訴
訟
)

「
正
当
な
理
由
な
く
、
異
議
申
し
立
て
、
あ
る
い
は
行
政
行
為
の
着
手

を
求
め
る
申
し
立
て
に
関
し
て
相
当
な
期
間
内
に
、
何
の
決
定
も
為
さ

れ
な
い
な
ら
ば
、
六
八
条
(
取
消
・
義
務
づ
け
訴
訟
の
手
続
)
と
は
別

に
、
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
」

(

4

)

戸
国
σ
司
自
自
ロ
U
F
P
C
-
ω
・
ω斗申・

(
5
〉
ラ
ン
ト
裁
判
所
や
連
邦
裁
判
所
に
、
陪
席
判
事
と
し
て
の
公
証
人
を

加
え
た
特
別
な
、
公
証
人
に
対
す
る
懲
戒
裁
判
所
が
作
ら
れ
た
時
に

も
、
そ
れ
に
行
政
決
定
の
審
査
を
も
ま
か
せ
る
こ
と
は
正
当
祝
さ
れ
て

い
た

(
ω
t
n
r
u
p
F
0・
ω・
品
N
N
)

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

十

弁
護
士
事
件

一
九
五
九
年
の

「
連
邦
弁
護
士
法
」

(
切
戸

E
E円
宮
町
民

E
E，
S
F
S包ロ

gm-

〈
-
H
-

∞・

3
印
申
)
の
施
行
に
於
い
て
、
ラ
ン
ト
司
法
行
政
庁
に
よ
り
発
せ
ら

れ
る
行
政
行
為
に
対
し
、
及
び
、
弁
護
士
資
格
の
承
認
申
請
に
つ
い
て
の
決

定
の
前
に
、
弁
護
士
会
(
河
R
Z
Eロ
毛
色

B
F
8
5
5
2
)
が
為
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
判
定
百
三
R
E
g
)
に
対
し
、
裁
判
所
へ
の
出
訴
が
認
め
ら
れ
る
(
弁

護
士
法
三
七
条
)

0

管
轄
を
有
す
る
裁
判
所
は
、
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
に
設

置
さ
れ
た
、
弁
護
士
の
た
め
の
「
名
誉
裁
判
所
」

a
r
g四
司
江
戸

S
Z同
)
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
裁
判
長
と
し
て
一
人
の
弁
護
士
、
陪
席
判
事
と
し
て
更
に

二
人
の
弁
護
士
と
、
二
人
の
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成

さ
れ
る
(
一

O
O条
・
一

O
一
条
・
一

O
四
条
)
。

名
誉
裁
判
所
の
決
定
に

対
し
て
は
、
連
邦
裁
判
所
に
設
置
さ
れ
た
「
弁
護
士
事
件
の
た
め
の
部
」

3
8呉
宮
吋
同

2
Z
Eロ
4
5
L
Z
R
Zロ
)
に
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
部

は
、
連
邦
裁
判
所
長
官
、
及
び
、
連
邦
裁
判
所
の
一
一
一
人
の
裁
判
官
、
階
席
判

事
と
し
て
の
三
人
の
弁
護
士
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

O
六
条
)
。

弁
護
士
法
か
ら
生
ず
る
公
法
上
の
争
い
は
、
法
が
自
ら
、
第
三
章
の
表
題

(
「
認
可
事
件
に
於
け
る
裁
判
所
の
判
決
を
求
め
る
申
し
立
て
の
手
続
」
三
七

条
J
四
二
条
)
で
使
用
し
て
い
る
、

「
認
可
事
件
」

(
N
己
曲
目
印
戸
口
一
官

R
Zロ)

の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
・
弁
護
士

北法18(4・183)845



料

会
も
公
法
上
の
団
体
で
あ
る
か
ら
、
弁
護
士
会
の
理
事
、
議
長
の
選
出
ゃ
、

決
定
、
あ
る
い
は
、

連
邦
弁
護
士
会
の
議
長
ゃ
、

総
会
の
決
定
の
無
効

資

(ZHnZF岡
Z
H叶
)

の
た
め
の
手
続
も
そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
。

連
邦
弁
護
士
法
が
定
め
る
手
続
と
し
て
は
、
争
い
の
特
別
な
性
質
が
必
要

(
2
)

〈

3
)

と
す
る
規
定
を
置
き
、
更
に
非
訟
事
件
手
続
法
を
指
定
す
る
。

」
こ
に
於
け
る
管
轄
指
定
も
、
上
述
の
司
法
行
政
行
為
、
公
証
人
事
件
、

戸
籍
事
件
の
と
こ
ろ
で
云
い
得
る
と
同
一
の
基
盤
、
す
な
わ
ち
、
法
の
実
体

規
定
が
私
法
の
一
部
を
為
す
が
故
に
、
む
し
ろ
技
術
的
な
理
申
に
基
づ
い
て

規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(

1

)

「
弁
護
士
に
対
す
る
名
誉
裁
判
所
は
通
常
の
民
事
裁
判
所
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
連
邦
裁
判
所
に
設
け
ら
れ
た
「
弁
護
士
事
件
の

た
め
の
部
」
は
、
そ
の
特
殊
な
裁
判
官
の
構
成
に
も
拘
ら
ず
、
連
邦
の

特
別
裁
判
所
で
は
な
い
」
。
(
一
九
六
一
年
三
月
二

O
日
連
邦
裁
判
所
判

決

l
Z
]
巧・

3
2
・ω
-
H
N
H
N
)

(

2

)

例
え
ば
、
申
し
立
て
の
形
式
、
申
し
立
て
の
相
手
方
、
申
し
立
て
の

内
容
、
手
続
原
則
、
判
決
内
容
、
即
時
抗
告
の
許
容
性
、
等
(
弁
護
士

法
・
三
七
条
J
四
二
条
)
。

(
3
)

こ
こ
で
、
連
邦
公
証
人
法
、
連
邦
弁
護
士
法
を
通
じ
て
云
与
え
る
こ
と

は
、
非
訟
事
件
手
続
法
が
、
次
第
に

H

民
事
裁
判
所
に
対
す
る
行
政
裁

判
所
法
の
副
次
的
機
能

(Z各
自
P
ロ
古
芯
出
)
を
ま
か
さ
れ
る
か
、
あ
る

い
は
、
す
で
に
ま
か
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
μ

と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
ω
c
n
y
u
p
白・。・

ω
・品
NAF)
。

十

強
制
拘
留
決
定

強
制
金

(
N
司
自
mm問
。

E)
の
徴
収
が
試
み
ら
れ
て
成
果
が
な
か
っ
た
か
、

ま
た
は
、
徴
収
が
成
果
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
確
定
し
た
時
に
、
行

政
庁
の
申
し
立
て
に
も
と
づ
い
て
、
強
制
拘
留

(NS話回
zr)
が
、
区
裁

ン判
ト所
裁 c
主 3
ロ什 .... 

tこ者
T!P ~・
時宮
抗)

告に
百「よ
g，り
E 決
aq "と。さ

~ ~ 
ロ・ 0 

3そ
iS"の
)決

が定
認に
め対
らし
れて
るTtz 

7 

こ
の
代
償
強
制
拘
留
(
開
同

m
S
N
2
8田
MEr)
は
、
第
一
次
的
強
制
手
段
で

は
な
く
て
、
強
制
金
が
徴
収
さ
れ
得
な
い
場
合
に
、
そ
の
代
償
強
制
手
段
と

し
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
第
二
次
的
強
制
手
段
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
強
制
拘

留
の
制
度
は
、
プ
ロ
イ
セ

γ
に
於
い
て
は
古
く
か
ら
認
め
ら
れ
た
も
の
・
で
あ

り
、
一
八
八
三
年
の
一
般
ラ
ン
ト
行
政
法
、
お
よ
び
、
一
九
コ
二
年
の
警
察

行
政
法
に
於
い
て
も
認
め
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
で
は
、
強
制
拘
留
の

〈

2
)

決
定
は
行
政
庁
自
ら
に
よ
り
行
な
.
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
基
本
法
一

O
四
条
二
項
は
、

「
自
由
剥
奪
の
許
容
及
び
そ
の
継

続
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
の
み
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
に
よ
ら
な
い
強
制
拘
留
決
定
は
も
は
や
認
め

ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
行
政
庁
自
ら
に
よ
る
強
制
拘
留
決
定
を
認
め
て
い

だ
規
定
は
効
力
を
失
っ
た
。

L 
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i
 

j

i

E

 

A1 

寸

各
ラ
ン
ト
の
行
政
執
行
法
は
、
全
て
が
強
制
拘
留
の
決
定
を
行
な
う
裁
判

所
を
通
常
裁
判
所
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
中
に
は
行
政
裁
判
所
が
決
定

す
る
も
の
と
し
て
い
る
法
律
も
あ
っ
て
軌
を
一
に
し
な
い
。
け
れ
ど
も
、
今

(2) 

日
、
通
常
裁
判
所
の
管
轄
と
し
て
い
る
法
が
大
部
分
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

明
ら
か
で
な
い
(
ミ
ユ
ラ
l
H
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
H
ク
ラ
オ
ス
は
、
山
一

l
ダ

ー
ザ
ク
セ
ン
の
公
安
秩
序
法
が
強
制
拘
留
の
決
定
を
為
す
裁
判
所
を
区
裁
判

所
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
ラ

γ
ト
の
行
政
裁
判
所
は
、
各
個
の
レ
ギ
l
ル

γ
ク
ス
ベ
チ
ル
ク
に
一
つ
だ
け
か
し
か
な
い
か
ら
、
も
し
行
政
裁
判
所
に
こ

れ
を
委
ね
る
と
す
れ
ば
、
区
裁
判
所
に
委
ね
る
よ
り
も
、
行
政
庁
及
び
関
係

者
に
と
っ
て
、

一
層
近
ず
き
難
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
の
ベ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
フ
ォ
ン
・
ロ
l
ゼ
ン
・
フ
ォ
ン
・
へ

l
ヴ
エ
ル
は
、
高
権
的
行
政

の
領
域
に
つ
い
て
の
決
定
が
問
題
で
あ
る
か
ら
、
行
政
裁
判
所
に
委
ね
な
い

【

d
品

事

}

で
、
民
事
裁
判
所
に
委
ね
る
の
は
、
論
理
一
貫
し
な
い
と
論
ず
る
)
。

(

1

)

ニ
!
ダ

l

ザ
タ
セ
ン
公
安
秩
序
法
(
O
B
巳
&
日
&
n
z
w
Z
C
由
。
ロ

位

r

R

P

主
主
F

Z

2
口

Z
F
Z
c
E
O円余
M
g
聞
く
・

N
H
・
ω
・

3
E
)
=
一
八
条

ノ
ル
ド
ラ
イ
ン
・
ウ
エ
ス
ト
フ
ア
l

レ
ン
警
察
行
政
法
(
巴
田
口
O
H
e
-

Z
E
'
d
耳
目
長
-
5
Z
E
5
5
2
p
r
5
2
2
尽
く
・
N

叶・ロ・

5ω)

五
六
条
二
項

ラ
イ
γ
ラ
γ
卜

l
プ
フ
ア
ル
ツ
警
察
行
政
法
(
U
E
任
命
日
F

E又
注
目

丸
山
お
r
g
p
Z
5
2
2
t
g
p白話
a

g
〈
-

N
少

ω
・
忌
官
)
ム
ハ

O
条・

六
一
条
ラ
イ
ン
ラ
γ
ト
l
プ
フ
ア
ル
ツ
行
政
執
行
法
(
U
B
H
7
2
巳
g仏
匂
訟
-

r
胃
宮
〈
q
s
r
g開
聞
き
己
目
同

H
R
W
E
岡
田
由
自
立
伊
予
∞
・
斗
・
忌
勾
)
六

七
条

(

2

)

 

(

3

)

 

広
岡
隆
「
行
政
上
の
強
制
執
行
の
研
究
」
三
九
頁

例
え
ば

西
ド
イ
ツ
行
政
執
行
法
(
U
g
〈
ゆ
円

S
F
E
間切さ
-
Z
可
。
n
E
ロ
mM岡
田
O
H
N

〈

-
N・
品
・
5
E
)
一
六
条

行
政
手
続
に
関
す
る
プ
レ
l

メ
ン
法
(
O
B
V
5
8広
n
Z
の
自
立
N

C
Z
H
ι
g
〈
巾
司
君
包

Z
ロ
偶
者
。
同
F
r
a
p
〈
-
H
-
h
F

・
5
2
)
二

O
条

ノ
ル
ド
ラ
イ
ン
・
ウ
エ
ス
ト
フ

7

1
レ
ン
行
政
執
行
法
(
U臣
〈

句
a

，

s
r
g問
2
0
-
r
g品
百
甥
肉
S

R

E
円

Z
R
e
宮
干
巧
E
F
Z
2
4
・

Nω
・
J
1

・
巴
勾
)
六
五
条

広
岡
隆
・
前
掲
書
・
一
五
二
頁

(
4
)
 

第
三
節

指
定
規
定
の
分
類

第
二
節
で
、
基
本
法
、
連
邦
法
、
ラ
ン
ト
法
に
よ
っ
て
、
公
法
上
の
争
い

と
さ
れ
て
い
る
事
件
が
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る
例
を
、
個
別
的
立

法
ご
と
に
考
察
し
て
き
た
。
勿
論
、
指
定
規
定
は
以
上
の
も
の
に
尽
き
る
わ

け
で
は
な
い
が
、
以
上
の
代
表
的
な
指
定
の
い
ず
れ
か
と
必
ら
ず
関
連
を
有

北法18(4・185)847



料

す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
分
類
し
よ
う
と
す
る
い
ず
れ
か
の
系
列
に
属

資

す
る
も
の
で
あ
る
。
指
定
規
定
の
体
系
的
分
類
は
、
そ
の
展
望
を
一
層
明
ら

か
な
ら
し
め
、
ど
の
程
度
迄
、
民
事
裁
判
所
の
公
法
上
の
管
轄
権
が
許
さ
れ

る
か
、
あ
る
い
は
、
ど
の
程
度
、
民
事
裁
判
所
か
ら
、
公
法
上
の
管
轄
権
が

除
去
さ
れ
る
べ
き
か
を
、
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

ー
、
ま
ず
、
最
も
典
型
的
に
し
て
、
最
も
例
の
多
い
指
定
規
定
の
グ
ル
ー

プ
は
、
国
家
権
力
の
処
分
に
よ
る
権
利
の
侵
害
と
私
人
の
利
益
の
補
償
請
求

(〉

g肉
-anzg-vgnr)
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

更
に
こ
れ
は

a
、
金
銭
に
於
け
る
補
償
に
向
け
ら
れ
た
請
求
、
例
え
ば
、
基
本
法
十
四
条

三
項
四
段
、
及
び
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
、
あ
る
い
は
類
似
し
て
い
る
と
み

な
さ
れ
得
る
請
求
。
例
え
ば
、
供
儀
補
償
請
求
、
警
察
法
上
の
規
定
に
基

づ
く
損
失
補
償
請
求
、
ド
イ
ツ
営
業
法
上
の
損
失
補
償
請
求
、
各
種
伝
染

病
予
防
法
な
い
し
植
物
保
護
法
に
基
づ
く
損
失
補
償
請
求
、
等
。
ま
た
、

こ
れ
ら
の
場
合
に
、
公
務
員
が
、
行
為
の
擦
に
、
彼
の
義
務
で
あ
る
職
務

義
務
に
違
反
し
た
時
に
生
ず
る
、
基
本
法
三
四
条
三
段
に
基
づ
く
職
務
責

任
請
求
。

b
、
物
の
返
還
に
向
け
ら
れ
た
請
求
も
ま
た
、
部
分
的
に
は
民
事
裁
判
所
の

管
轄
と
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
公
法
上
の
寄
託
に
基
づ
く
請
求
。
こ
の

請
求
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は

a
の
請
求
と
競
合
し
得
る
(
例
え
ば
、
寄
託

さ
れ
た
物
が
返
還
さ
れ
な
い
の
み
で
な
く
、
寄
託
関
係
の
範
囲
内
で
損
害

が
与
え
ら
た
た
よ
う
な
場
合
)
。

2
、
民
事
裁
判
所
の
補
助
的
管
轄
権
。
例
え
ば
、
基
本
法
十
九
条
四
項

段
3
、
行
政
行
為
の
取
消
が
問
題
と
さ
れ
る
場
合
。
こ
れ
は
更
に
、
次
の
様

に
分
類
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

a 、

一
般
的
な
、
内
務
行
政
に
関
す
る
行
政
庁
の
行
為
、
例
え
ば
、
連
邦
建

築
法
一
五
七
条
に
よ
る
行
政
行
為
の
取
消
、
カ
ル
テ
ル
行
政
庁
の
行
政
行

為
の
取
消
、
そ
の
他
、
亡
命
者
及
び
難
民
に
関
す
る
法
に
基
づ
く
行
政
行

為
の
取
消
(
法
五
九
条
一
二
段
六
三
条
三
項
)
。

b
、
司
法
行
政
庁
に
よ
る
行
政
行
為
。
例
え
ば
、
裁
判
所
構
成
法
施
行
法
二

三
条
、
連
邦
公
証
人
法
一
一
一
条
一
項
、
連
邦
弁
護
士
法
二
ハ
三
条
二
段

及
び
二
二
三
条
三
項
。

c
、
公
法
上
の
団
体
(
同
庁
官

S
E
P
)
の
行
政
行
為
。
例
え
ば
、
連
邦
公
証

人
法
七
条
、
七
四
条
。
連
邦
弁
護
士
法
四
二
条
、
等
。

4
、
対
等
に
置
か
れ
た
高
権
の
担
い
手
(
民

D
Z広告
X
R
)
聞
の
争
い
。

例
え
ば
、
電
報
事
業
法
十
三
条
三
項
・
四
項
、
電
信
施
設
法
二
四
条
、
等
。

5
、
そ
の
他
の
公
法
上
の
争
い
。
例
え
ば
、
郵
便
法
二
五
条
三
項
、
電
信

施
設
法
九
条
は
、
強
制
執
行
に
対
す
る
訴
訟
に
類
似
し
た
場
合
、
す
な
わ

ち
、
公
法
上
の
金
銭
債
権
の
執
行
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
場
合
を
規
定
す

北法18(4・186)848 
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る
。
そ
の
他
、
連
邦
弁
護
士
法
九
一
条
、

弁
護
士
会
の
選

一
九
一
条
は
、

挙
、
決
定
の
取
消
を
民
事
裁
判
所
に
指
定
す
る
。

(2) 

第
四
節

指
定
規
定
の
合
意
性
の
考
察

権轄管の所
ヰ
十裁政行艇

か
。
す
な
わ
ち
、
現
在
、
独
立
し
た
五
つ
の
裁
判
権
の
領
域
に
連
邦
上
級
裁

駐

判

所

(
D
5
2
F邑
E
m
i
r同
)
の
設
置
を
基
本
法
は
規
定
し
て
い
る
が
、

問
そ
こ
か
ら
各
々
の
裁
判
権
の
管
轄
分
配
基
準
ー
が
い
か
に
導
き
出
さ
れ
、
そ
し

↑
て
る
の
標
識
を
も
っ
て
み
る
時
、
現
在
の
数
多
き
管
轄
指
定
規
定
が
憲
法
上

於
・
の
限
界
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
察
が
必
要
で
あ
わ
〉

法所車十裁政行ツイ西

以
上
、
第
二
章
で
は
、
公
法
上
の
争
い
が
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
て
い

る
例
を
、
具
体
的
法
に
基
づ
い
て
考
察
し
、
そ
の
後
で
類
型
的
な
分
類
を
試

み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
今
日
の
憲
法
秩
序
の
下
に
於
い
て
、

管
轄
指
定
規
定
は
一
体
ど
れ
程
基
本
法
の
要
請
に
一
致
し
得
る
で
あ
ろ
う

基
本
法
九
六
条
一
項
は
、
通
常

(OHLEE与
)
、
行
政
(
〈

2
3
r
g
m凹)、

財
政
(
司
5
8
N
)
、
労
働
(
〉
号
呂
田
)
、
社
会

(ωONE-)
の
裁
判
権
の
領
域
に

対
し
、
上
級
連
邦
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
基
本

法
の
規
定
は
、
確
か
に
そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
裁
判
部
門
の
存
立
が
憲
法
上
保

(
2
)
 

障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
引
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

裁
判
権
の
独
立
の
部
門
と
し
て
の
行
政
裁
判
権
の
制
度
的
保
障
会
5
E
5号

1
2
1
1、i

j
 

下

ロ
己
一
。
。
R
g
Z命
)
は
、
少
な
く
と
も
連
邦
の
領
域
に
存
在
す
る
こ
と
は
云

(
3
)
 

う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
九
六
条
に
あ
げ
ら
れ
た
裁
判
権
を
完

全
に
除
去
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
基
本
法
を
変
更
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
基
本
法
九
六
条
一
項
か
ら
、
そ
こ
で
存
立
を
保
障
さ
れ
た

行
政
裁
判
所
に
、
全
て
の
公
法
上
の
争
い
に
関
す
る
判
決
の
単
独
の
権
利

(
丘
町
包
括

g
問

2
Z
)
が
ま
か
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に

関
し
て
は
、
直
接
、
何
も
引
き
出
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
解
釈
論
と
し
て
様
々

な
見
解
が
対
立
し
て
お
り
、
基
本
法
の
行
政
裁
判
権
の
保
障
は
、
連
邦
裁
判

所
(
回
E
ι
g
m
m片
岡
口
「
仲
間
宮
町
)
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
に
代
っ
て
公
法
上
の
争

(
4〉

い
に
関
し
て
判
決
す
る
こ
と
を
一
切
排
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
も
な

い
で
は
な
い
が
、
学
界
の
多
数
は
そ
の
考
え
方
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
も
し

そ
の
解
釈
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
連
邦
法
、
ラ
ン
ト
法
に
よ
る
全
て
の
指

定
規
定
は
、
基
本
法
自
ら
が
認
め
た
公
用
収
用
・
職
務
責
任
の
場
合
を
除
き

全
て
憲
法
違
反
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
基
本
法
は
、
九
六
条
で
管
轄
権
の

保
障
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
む
し
ろ
法
技
術
的
に
考
慮
さ
れ

る
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
立
法
に
委
ね
た
と
み
る
方
が
自
然
で
あ
る
う
。

多
数
説
は
、
基
本
法
九
六
条
一
項
で
は
、
行
政
裁
判
権
の
存
立
の
み
が
保

障
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
一
定
の
争
い
に
対
す
る
行
政
裁
判
所
の
判
決

さの
れ独
て占
¥" t苛
Y工互
いお
の百

だe.:
と是
‘調印

あ?君
。ごう E 

塑さ
すで 日

の Eト
趣円

旨 5
~. ~ 
vつ ω

云 E
つ認
でお

も~.、
規 z
定)

のは
表保
現障
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料

か
ら
み
て
も
、
九
六
条
一
項
に
、
管
轄
権
の
保
障
を
見
出
す
こ
と
に
は
困
難

〔

n
O
ザ

が
あ
る
o

基
本
法
の
立
法
者
が
、
活
動
の
領
域
の
種
類
に
従
っ
て
、
裁
判
部

門
の
H

機
能
的
明
確
性
“
(
明
白
ロ
官

5
5
5ロ
ぽ
芹
)
を
実
現
L
ょ
う
と
し
た
の
(
7
)
 

な
ら
、
九
六
条
一
項
は
も
っ
と
別
な
表
現
が
と
ら
れ
て
い
た
に
異
い
な
い
。

従
っ
て
、
裁
判
部
門
の
制
度
的
保
障
か
ら
、
一
定
の
判
決
の
独
占
の
保
障

を
推
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
政
裁
判
権
の
憲

法
上
の
保
障
と
、
公
法
上
の
争
い
に
於
け
る
行
政
裁
判
所
の
裁
判
の
実
際
上

資

の
権
限
の
聞
に
は
、
内
的
関
連
合
員
岡
市
お
同

Ngωgggvg凹
)
が
存
在
す

(
8
)
 

る
o

す
な
わ
ち
、
法
律
に
よ
る
指
定
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
所
か
ら
、
か
な

り
の
管
轄
権
が
剥
奪
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
、
制
度
的
に
保
障
さ
れ
た
は
ず
の

行
政
裁
判
権
が
、
事
実
上
、

H

空
の
袋
μ
2
2
3
出
庄
一
命
)
と
化
し
て
し
ま

う
場
合
は
、
行
政
裁
判
権
の
制
度
そ
の
も
の
の
存
立
を
危
う
く
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
憲
法
違
反
と
み
な
し
得
る
結
果
に
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
一

九
五
六
年
二
月
二
三
日
の
前
掲
(
第
二
章
第
二
款
十
)
連
邦
憲
法
裁
判
所
の

判
決
に
も
、
そ
の
様
な
考
え
方
が
窺
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
場
合
に
は
、

建
築
地
調
達
法
四
三
条
(
現
在
は
連
邦
建
築
法
一
五
七
条
一
項
〉
に
よ
る
建

築
地
事
件
の
民
事
裁
判
所
へ
の
指
定
は
、
立
法
者
の
裁
量
の
ぎ
り
ぎ
り
の
限

界
が
ま
だ
越
え
ら
れ
て
い
な
い
と
説
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

公
法
上
の
争
い
を
民
事
}
訴
訟
に
指
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
行

政
裁
判
所
が
そ
の
実
際
的
な
存
立
根
拠
を
失
う
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
結

局
、
行
政
裁
判
所
か
ら
引
き
ぬ
か
れ
、
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
た
公
法
上

の
争
い
の
総
和

3
5
5
0
)
が
決
定
的
と
な
る
。
今
迄
に
考
察
し
て
き
た
よ

う
に
、
現
在
相
当
な
部
分
の
公
法
上
の
争
い
、
な
か
で
も
、
行
政
行
為
の
取

消
と
い
う
疑
う
べ
く
も
な
い
公
法
上
の
争
い
が
、
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ

て
い
る
事
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
現
在
の
法
状
態
は
、
憲
法
違
反
と

云
う
べ
き
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
、
実
質
的
に
も
形
式
的
に
も
、
行
政
裁
判

権
が
H

空
洞
υ

(
〉

g
g
z
E同
)
化
す
る
程
に
、
管
轄
権
の
委
譲
が
行
な
わ

れ
て
い
る
と
云
え
る
か
ど
う
か
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の

標
識
に
よ
っ
て
も
、
現
在
の
管
轄
指
定
の
程
度
で
は
憲
法
違
反
と
云
う
こ
と

は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
部
に
は
、
基
本
法
一
九
条
四
項
の
規
定
か
ら
、
公
法
上
の
争
い
に
対
す

る
行
政
裁
判
所
の
独
立
的
判
決
が
導
か
れ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
基
本
法
一
九
条
四
項
一
段
は
、
公
権
力
に
よ
っ
て
権
利
を
侵
害
さ
れ
た

者
に
は
、
出
訴
の
途
を
開
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
全
て
の
公
法

上
の
取
消
事
件
に
対
し
て
は
行
政
訴
訟
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

主
張
す
る
も
の
で
あ
匂
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、
基
本
法
十
九
条
四
項
二

段
の
方
で
容
易
に
反
論
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
の
よ
う
な
主
張
が
認

め
ら
れ
、
一
段
に
よ
っ
て
、
全
て
の
取
消
事
件
に
対
す
る
行
政
裁
判
所
の
管

轄
権
が
強
制
的
に
確
定
さ
れ
る
な
ら
、
本
来
二
段
は
不
必
要
で
あ
る
。
立
法

者
は
、
単
独
の
法
に
よ
る
別
の
規
定
を
可
能
な
も
の
と
み
な
し
、
例
外
を
全

ふ
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し一一

料

第
五
節

指
定
規
定
の
合
目
的
性
の
考
察

資

一
定
の
公
法
上
の
争
い
を
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
に
指
定
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
行
政
裁
判
権
の
機
能
的
意
味
を
全
く
失
い
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
な

い
限
り
、
基
本
法
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
く
、
憲
法
上
の
問
題
に
な
ら
な

い
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
今
度
は
、
果
た
し
て
指
定
規
定
に
合
理
的
な
根

拠
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
法
政
策
的
・
訴
訟
技
術
的
に
み
て
、

ど
こ
ま
で
そ
れ
を
是
認
し
得
る
か
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
指
定

規
定
が
全
て
全
く
合
理
的
で
あ
る
と
す
る
主
張
は
少
な
く
と
も
み
る
こ
と
は

で
き
ず
、
何
市
か
の
不
合
理
理
性
の
故
に
、
そ
の
改
変
を
意
図
す
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
改
変
と
は
云
押
て
も
、
法
政
策
的
考
慮
と
し

a
、
現
存
す
る
全
て
の
裁
判
部
門
を
統
一
的
な
裁
判
部
門
に
包
括
す

る
こ
と
。

b
、
現
在
の
裁
判
部
門
を
一
応
原
則
と
し
て
維
持
し
て
、
通
常
裁

判
所
と
行
政
裁
判
所
の
管
轄
分
配
を
、
公
法
上
の
争
い
と
私
法
上
の
争
い
と

て
は
、

は
別
の
基
準
に
よ
ら
し
め
る
。
c
、
基
本
法
九
六
条
の
裁
判
部
門
の
構
造
を

前
掲
と
し
つ
つ
、
し
か
も
、
公
法
と
私
法
の
実
体
法
上
の
区
別
に
よ
る
民
事

訴
訟
・
行
政
訴
訟
の
区
別
を
維
持
し
、
た
だ
指
定
規
定
の
合
理
的
な
配
分
に

主
眼
を
置
く
、
の
三
つ
の
方
法
が
と
り
あ
え
ず
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
一
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
憲
法
改
正
に
よ
っ
て

の
み
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
管
轄
権
の
問
題
も
最
初
か
ら
問
題
に
な
り
得
な

い
の
で
あ
る
が
、
現
在
、
全
て
の
法
律
上
の
争
い
に
対
し
て
統
一
的
な
裁
判

所
が
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、
裁
判
所
内
部
で
事
件
領
域
の
特
殊
性
を
無
視
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
方
法
が
学
界
に
於
い
て
も
論

じ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
実
効
性
に
乏
し
く
、
近
年
は

ほ
と
ん
ど
顧
ら
れ
て
い
な
い
。

第
二
の
方
法
は
、
具
体
的
に
は
、
裁
判
所
構
成
法
一
一
一
一
条
、

O
条
一
項
一
段
の
改
正
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
が
、
行
政
訴
訟
と
民
事
訴
訟

の
区
別
に
あ
ら
た
な
基
準
に
、
公
法
・
私
法
以
外
に
一
体
何
を
も
っ
て
く
る

か
と
な
る
と
困
難
で
、
今
日
こ
れ
を
主
張
す
る
考
え
方
も
ほ
と
ん
ど
無
い
。

結
局
、
管
轄
権
の
問
題
に
関
し
て
、
最
も
多
く
論
じ
ら
れ
、
最
も
強
く
主

張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
指
定
規
定
の
合
理
性
、
合
目
的
性
の
論
及
と
批
判
で

あ
り
、
以
下
の
考
察
も
そ
れ
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
。

第
一
款

思
想
的
背
景
と
そ
の
批
判

公
法
上
の
争
い
を
民
事
裁
判
所
に
指
定
す
る
に
至
っ
た
動
機
に
は
、

の
歴
史
的
な
背
景
、
な
い
し
そ
れ
に
基
づ
い
た
理
論
的
・
思
想
的
背
景
と
の

「
指
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
考
慮
が
働

関
連
で
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
、

い
て
い
た
。
云
い
か
え
れ
ば
、
指
定
の
現
象
が
歴
史
に
登
場
し
た
当
時
の
合

目
的
性
が
考
慮
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
現
在
の
指
定
規
定
も
、
そ
の
多
く

は
そ
の
当
時
の
思
想
的
立
脚
点
と
無
関
係
で
は
な
い
。

北法18(4・190)852
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行
政
裁
判
所
が
一
般
概
括
条
項
を
採
用
し
た
一
九
四
六
年
以
前
は
、
公
法

上
の
争
い
を
民
事
裁
判
所
に
指
定
す
る
こ
と
は
何
ら
妨
げ
な
か
っ
た
。
と
い

う
の
は
、
当
時
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
ラ
ン
ト
で
は
出
訴
事
項
に
関
し
、
列
記

(2) 

主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
行
政
法
上
の
権
利
保
護
は
、
明
示
的
に
法
律
に
よ

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

っ
て
認
め
ら
れ
た
場
合
に
の
み
与
え
ら
れ
た
。
そ
の
様
な
特
別
な
指
定
が
存

在
し
な
い
限
り
、
民
事
訴
訟
の
管
轄
に
指
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
所

に
よ
る
権
利
保
護
保
障
の
唯
一
の
可
能
性
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
か
か
る
指
定
に
は
、
そ
の
限
り
で
積
極
的
な
理
由
が
在
っ
た
と
い
う

」
と
が
で
き
る
。

一
九
四
六
年
以
後
、
行
政
裁
判
権
は
、
疑
い
も
な
く
裁
判
権
を
担
当
す
る

機
関
と
し
て
憲
法
上
保
障
さ
れ
(
基
本
法
二

O
条
二
項
、
九
二
条
)
、
行
政

裁
判
所
の
概
括
条
項
は
、
全
て
の
公
法
上
の
争
い
に
対
し
て
出
訴
を
認
め
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
質
的
な
転
換
が
為
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
従
来
か
ら
為

さ
れ
て
い
た
民
事
裁
判
所
へ
の
古
い
指
定
に
対
し
て
、
多
く
の
学
者
か
ら
強

(
2
)
 

く
再
審
査
の
必
要
が
提
案
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
立
法
者
は
審
査
す
る
こ
と
な

く
、
い
わ
ん
や
除
去
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
民
事
裁
判
権
の
た

め
に
、
ま
す
ま
す
多
く
の
指
定
規
定
が
立
法
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
憲
法
の
立

法
者
は
、
基
本
法
一
四
条
三
項
四
段
、
三
四
条
三
段
で
、
基
本
法
九
六
条
の

行
政
裁
判
権
の
保
障
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
要
な
公
法
上
の
争
い
を
民
事
裁

判
所
に
指
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
議
会
、
及
び
そ
の
委
員
会
の
審
議
の
過
程

j

-

i

i

 

V 

か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
指
定
を
妥
当
な
ら
し
め
る
明
白
な
理
由
は
見
出
し
難

い
。
そ
れ
よ
り
も
、
憲
法
の
立
法
者
は
、
行
政
裁
判
所
の
概
括
条
項
の
存

在
、
基
本
法
自
体
の
行
政
裁
判
権
の
保
障
か
ら
生
ず
る
新
し
い
法
状
態
に
対

し
て
、
十
分
な
考
慮
を
払
う
こ
と
な
く
、
全
く
形
式
的
に
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法

当
時
維
持
さ
れ
て
い
た
規
定
を
受
け
入
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

基
本
法
に
於
け
る
管
轄
指
定
規
定
は
、
多
く
の
指
定
立
法
を
可
能
に
し
、

招
来
す
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
は
、
公
用
収
用
損
失
補
償
、
あ

る
い
は
職
務
責
任
請
求
を
規
定
す
べ
き
全
て
の
場
合
に
、
回
開
っ
た
訴
訟
規
律

を
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
供
犠
、
あ
る
い
は
公
法
上
の

寄
託
に
基
づ
く
請
求
の
様
に
、
こ
れ
と
往
々
競
合
な
い
し
何
ら
か
の
形
で
関

連
を
有
す
る
請
求
も
、
全
く
異
っ
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
行
政
詐
訟
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
理
論
的

に
は
、
互
い
に
競
合
し
得
る
請
求
が
二
つ
の
別
々
な
異
な
る
訴
訟
に
分
離
さ

れ
る
と
い
う
結
果
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

四
二
条
二
項

〈
毛
。
。

(
S
)
 

は
、
基
本
法
上
の
指
定
規
定
の
必
然
的
な
効
果
で
あ
る
。
基
本
法
の
指
定
規

定
は
、
法
律
に
よ
る
訴
訟
規
律
に
更
に
強
く
影
響
し
、
基
本
法
十
四
条
三
項

四
段
の
規
定
は
(
憲
法
の
立
法
者
は
、
確
か
に
予
測
し
な
か
っ
た
こ
と
で
は

あ
ろ
う
が
)
、
公
用
収
用
と
損
失
補
償
を
、

)
本
の
訴
訟
で
判
決
す
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
た
め
に
、

一
定
の
行
政
行
為
の
取
消
ま
で
を
も
、
民
事
裁
判

所
で
裁
判
し
得
る
こ
と
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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料

以
上
の
様
な
歴
史
的
推
移
の
中
で
、
民
事
裁
判
所
へ
の
指
定
は
登
場
し
、

固
有
の
領
域
を
確
保
し
て
き
た
。
基
本
法
制
定
に
よ
る
行
政
裁
判
権
の
根
本

的
変
革
に
よ
っ
て
、
多
く
の
指
定
規
定
は
そ
の
存
立
根
拠
を
失
っ
た
か
の
よ

資

う
に
み
え
た
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
更
に
種
々
の
観
点
か

ら
、
何
ら
か
の
合
目
的
性
を
見
出
し
、
包
括
的
に
こ
れ
ら
の
指
定
規
定
を
維

持
す
る
考
え
方
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
通
常
裁
判
所
の
権
利
保
護
思
想

〈

4
〉

(問。
n
y
g
R
E
S問。仏
E
Zロ
)
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
手
続
的
な
側
面

か
ら
、
行
政
裁
判
所
よ
り
は
、
通
常
裁
判
所
の
方
が
、
市
民
に
と
っ
て
、
よ

り
効
果
的
な
権
利
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
す
る
理
論
で
あ
っ
て
、
ラ
イ
ヒ
裁

判
所
に
よ
っ
て
さ
か
ん
に
採
用
さ
れ
、
民
事
裁
判
所
で
の
判
決
を
理
論
ず
け

て
き
た
と
こ
ろ
の
「
国
庫
説
」
と
重
畳
し
、
あ
る
い
は
国
庫
説
が
放
棄
さ

〈
H
h
u
)

れ
た
一
九
二

0
年
代
に
、
こ
れ
に
代
っ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
考
え
方
が
現
在
の
行
政
裁
判
制
度
の
本
質
に
合
致
し
な
い
こ
と
は
云
う

ま
で
も
な
い
。
ま
し
て
、
行
政
裁
判
所
の
手
続
が
、
そ
こ
で
適
用
さ
れ
て
い

る
手
続
原
則
|
|
特
に
、
職
権
審
理
主
義

(
d
z
g
R
EロmM句
E
骨
固
定
)
!

|
の
故
に
、
民
事
訴
訟
手
続
に
較
べ
て
私
人
の
権
利
保
護
機
能
の
点
で
劣
る

と
す
る
の
は
、
誤
り
で
あ
ろ
治
)
刑
罰
手
続
や
非
訟
事
件
手
続
に
於
い
て
も

職
権
審
理
主
義
は
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
民
事
訴
訟
に
指
定
さ

れ
た
公
法
上
の
争
い
に
対
し
て
は
、
多
く
の
場
合
、
非
訴
訟
事
件
手
続
法
十

二
条
を
準
用
し
て
職
権
審
理
主
義
の
適
用
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
何
故
私
人
の
権
利
保
護
が
害
さ
れ
る
か
は
理
解
に
苦
し
む
。

ま
た
、
行
政
裁
判
権
が
更
に
広
い
範
囲
の
法
律
上
の
争
い
を
担
当
す
る
こ

《
勾
4
}

と
に
よ
っ
て
、
行
政
裁
判
所
が
負
担
過
重
と
な
る
と
す
る
主
張
も
、
民
事
裁

〈

8
v

判
所
の
管
轄
権
を
根
拠
づ
け
る
合
理
的
な
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の
様
な

負
担
は
、
他
の
方
法
、
つ
ま
り
裁
判
官
の
地
位
を
高
め
た
り
、
数
を
増
や
す

等
の
方
法
に
よ
っ
て
、
い
く
ら
で
も
均
衡
を
計
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
様
に
、
現
在
の
民
事
裁
判
所
へ
の
指
定
は
、
民
事
裁
判
権
の

n
不
可
侵

の
特
権

μ
(
g
w
B
g
w
E
虫
色
。
開
)
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
変
更
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
す
る
考
れ
採
用
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
憲
法
の
不
可
侵
の

原
則
と
み
な
さ
れ
る
憲
法
の
規
範
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
基
本
法
十
四

条
三
項
四
段
、
三
四
条
三
段
の
訴
訟
規
定
に
対
し
て
は
、
明
ら
か
に
こ
の
こ

と
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。

こ
の
一
一
一
つ
の
、
公
法
上
の
争
い
を
民
事
歩
訟
に
指
定
す
る
こ
と
を
妥
当
と

す
る
考
え
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
の
説
得
力
を
も
有
し
な
い
。
本
来
、
指
定
規

定
に
ど
れ
程
の
合
目
的
性
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
指
定
さ
れ
た
公
法

上
の
争
い
が
多
様
な
る
が
故
を
も
っ
て
、

一
律
に
は
決
し
得
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
要
す
る
に
決
定
的
な
こ
と
は
、
い
か
に
私
人
に
と
っ
て
、
合
目
的

的
に
、
実
体
的
権
利
の
貫
徹
が
可
能
と
さ
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
わ
け

で
、
そ
の
た
め
に
は
公
法
上
の
争
い
の
類
型
的
分
類
に
従
っ
て
考
察
す
る
の

与

北法18(4・192)854



が
適
当
で
あ
ろ
う
。

(2) 

(
1
〉
基
本
法
二

O
条
二
項
、
「
全
て
の
国
家
権
力
は
、
国
民
か
ら
発
す
る
。

国
家
権
力
は
国
民
に
よ
り
、
選
挙
・
投
票
及
び
立
法
・
執
行
権
・
裁
判

の
特
別
の
機
関
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
」

基
本
法
九
二
条
「
裁
判
権
は
裁
判
官
に
委
託
さ
れ
る
。
裁
判
権
は
連

邦
憲
法
裁
判
所
、
連
邦
最
高
裁
判
所
、
こ
の
基
本
法
に
規
定
さ
れ
た
連

邦
裁
判
所
及
び
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
」

(

2

)

概
括
条
項
採
用
以
前
の
も
の
と
し
て
、

ω
n
Z
5
2』
g
C
N
g
ι
3
2巳
z
p
m
w
p
r
g
N
E
R
E
F
g

w釦ロ
L
H
・

]twH由.∞・

NNω
・

採
用
以
後
の
も
の
と
し
て
、

切mw
口
r
o
f
F
P
C
-
N
N句
・
回

L・∞印・

ω・
ω印同町・

∞の

Z
D各
自
司
山
明
同
防

m
g
ι
R
Z
2
0
H
E百
四
弘
司
〈

0
2き
g
血
M
-

mRFny片山宮門戸
Q
F
〉
c
m
3・
ω-H∞印同町・

C-ヌ
り
日
出
O
E耳
の

2
ロ
L
m
Z
H
N
E
L
去
。
』

g
t
F
U
H
N
N
3
8・

ω・
NN叶・

(

3

)

切
0050片
山
の
gum-件。
5
H
N
2
r
g
d〈持。
v
ロ
〈
回

-H由
2
・
ω・
∞
怠
・

〈
君
。
。
草
案
三
八
条
に
関
す
る
法
委
員
会
(
岡
山

o
n
z
g
g
m
r回
目
凶
)
の

報
告
(
凶
吋

'
U
E長田
R
F
P
Z
F
E
Z
-
ぐ

-HN・印・

5
印叶)

H

法
委
員
会
も
ま
た
公
用
収
用
及
び
職
務
責
任
と
の
密
接
な
関
連
が

認
め
ら
れ
る
公
法
上
の
争
い
に
対
し
て
は
通
常
訴
訟
が
認
め
ら
れ
る
規

定
を
必
要
な
も
の
と
み
な
し
た
“

ハ
4
〉
一
九
四
五
年
以
後
、
こ
の
説
を
採
る
の
は
ギ

l
ゼ
の
み
で
あ
る
。

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管繕権

J 

4 

。
目
。
凹
立
何
回
同

OF開ロ戸口
m
gロ《同開口仲間口町
H

曲
《
凶
同
四
区
ロ
間
四
円
巴
福
岡
ロ
ロ

ι
r。
E
0・

∞
・
回
公
凶
.

(

5

)

そ
れ
迄
採
用
さ
れ
て
き
た
国
庫
説
は
一
九
二

0
年
代
に
入
っ
て
ラ
イ

ヒ
裁
判
所
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
九
二

O
年
四
月
三

O
日
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決

(
m
C
N
S
-
ω
・
含
)

|
|
あ
た
か
も
金
銭
又
は
一
般
に
財
産
的
価
値
が
、
そ
れ
自
体
無
条

件
に
私
法
的
な
も
の
を
示
す
と
考
え
る
そ
の
出
発
点
が
す
で
に
誤
り
で

あ
る

l
i

同
旨
の
判
決
は
こ
の
他
に
も
数
多
い
。
例
え
ば
、
一
九
二
一
年
一

O

月
二

O
日
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
(
岡
山
の
N
g
ω
・
ω・日
N)
、
一
九
二
三
年

三
月
一
一
一
一
一
日
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
(
岡
山
の
N

g∞
・
明
・
色
町
)
、
一
九
三

O

年
六
月
三

O
日
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
(
問
。
N
H
N由
・
∞

-N∞∞)

(

6

)

忌
企
図

UNEHMmm同
自
宅
伽

E
開
g
m
g昆
仏
OH
問
。
ョ
宮
件
。
ロ

Nmr四円
ga

N
E問
問

耳

目

r
g
N
E
-
A
E
〈
尽
き
-HgmωmgnzmrRW2F
』

N

HU2.ω
・
ロ
ω-

H
S
E
E
R
h
r
z
z
n
r
旨

3
2
ω
-
5
m
m『
⑦

nr仲
間
"
∞
・
〉
急
-

H
申

2.ω
・
A
F
斗
斗
・

(
7〉

E
A
M
U
-
o
F
5
旨
3
3
-
Z口問
ω
m
g
n
v
a
r
R
W
E
F
B
N

印
mE.m・
∞
印
.

(
8
)
Z
E
R
g
a
E
F
5
F
5
仏
町
一
〈
刊
号
岳
ロ
ロ
何
回
四
百
円

FZEHWOHF

zd司・
3
g
-
ω
・

5
3
R

(

9

)

回
g
r
g
a
u
の
ロ
白
島
何
回
g
舟
円
切
位
同
町
E
E
n
y
g
列。

n
z
s
L
Eロ問・

同
・
回
白
n
F
H申
問
。
・
∞
-

N
∞
ω-

U
W
2
2
u
開
昆
包
官
E
阿
国
ロ
品
開
主
将
広
告
明

g
m
E
n
y
曲目

H
3
5
ι
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5
4
m
B
M同巾

nz・
5
g・
ω・
M
g・
"
民
事
裁
判
所
は
損
失
補
償
請
求

に
関
す
る
判
決
を
す
る
権
限
を
歴
史
的
に
有
し
て
い
る
“

資

第
二
款

個
別
的
考
察

補
償
請
求

第
二
章
第
三
節
の
、
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
た
公
法
上
の
争
い
の
分
類

に
従
っ
て
、
ま
ず
公
権
力
の
行
為
に
基
づ
く
損
害
の
補
品
巴
関
す
る
請
求
が

一
の
分
野
を
構
成
す
る
。
先
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
基
本
法
の
規
定
を
頂
点

と
し
て
、
公
用
収
用
、
な
い
し
公
用
収
用
に
類
似
し
た
補
償
請
求
は
、
一
切

民
事
裁
判
所
の
管
轄
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
ま
ず
原
則
的
に
云
え
る

こ
と
は
、
例
え
ば
、
物
の
返
還
を
求
め
る
請
求
は
、
そ
の
物
が
交
付
さ
れ
な

け
れ
ば
、
公
法
上
の
損
失
補
償
請
求
に
豪
化
し
得
る
し
、
物
が
損
壊
さ
れ
た

場
合
は
、
両
方
の
請
求
は
両
立
し
、
公
用
収
用
損
失
補
償
請
求
は
、
財
産
権

と
非
財
産
権
が
同
時
に
侵
害
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
供
犠
補
償
請
求
と

競
合
し
得
る
し
、
あ
る
い
は
、
公
用
収
用
損
失
補
償
が
主
張
さ
れ
、
そ
の
中

で
高
権
的
侵
害
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
職
務
責
任
請
求
が
問
題
に
な
り
得
る
。
乙
の
よ
う
に
こ
れ
ら
の
請
求
は

宜
い
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
の
で
、
別
々
の
訴
訟
に
分
離
す
る
の
は
少
な

く
と
も
好
ま
し
く
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
事
訴

訟
で
あ
れ
、
行
政
訴
訟
で
あ
れ
、
と
も
か
く
統
一
し
た
訴
訟
で
、
こ
れ
ら
の

国
家
権
力
に
よ
る
個
人
の
権
利
侵
害
に
基
づ
く
補
償
請
求
は
裁
判
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
上
述
の
補
償
請
求
聞
の
内
的
な
相
互
関
連
は
、
ど
の
訴
訟
が
適

切
で
あ
る
か
と
は
一
応
無
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
立
法
者
が
、
一
定
の
請

求
を
、
基
本
法
十
四
条
三
項
四
段
、
三
四
条
三
段
が
民
事
裁
判
所
に
指
定
し

た
請
求
と
何
ら
か
の
関
連
を
有
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
同
様
に
民
事
裁
判
所

に
指
定
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
指
定
規
定
が
合
目
的
的
で
あ
る
か
ど
う

か
と
は
関
係
が
な
い
。
ま
た
、
公
法
上
の
請
求
は
、
往
々
に
し
て
、
契
約
・

占
有
・
所
有
等
に
基
づ
く
民
法
上
の
請
求
と
関
連
が
深
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

【
。
ゐ
】

る
が
、
こ
の
場
合
は
そ
う
た
び
た
び
な
い
の
で
あ
っ
て
、
公
法
上
の
損
失
補

に償

空襲
ては

る国
の家
で権
あカ
るの
。高
国権
家的
や行
公為
法に
上帰
の因
団し
体
の侵
国害
庫行
的政

重2
カミヵ1
ら間
生題

ず
る
と
こ
ろ
の
請
求
は
、
こ
れ
と
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
政
裁
判
手
続
で
公
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
を
扱
う
際
に
生
ず
る
困
難
性

〈
唱
の
O
公
布
以
前
は
確
か

を
分
析
し
、
行
政
訴
訟
を
否
認
す
る
主
張
は
、

〈

S
V

に
充
分
根
拠
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
行
政
訴
訟
で
公
法
上
の

損
害
賠
償
請
求
の
裁
判
を
す
る
場
合
に
は
、
自
由
な
損
害
査
定
(
向
日
芯

∞円宮内世
m
g
m
n
E
R
g
m
)
が
排
除
さ
れ
、
し
か
も
当
事
者
訴
訟
手
続
が
充
分
に

整
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
公
法
上
の
給
付
訴
訟
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は

北法18(4・194)856
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一

致
命
的
で
あ
っ
た
。
給
付
訴
訟
に
関
す
る
特
別
な
規
定
の
欠
如
は
、
給
付
を

求
め
る
訴
訟
の
代
り
に
、
給
付
を
拒
絶
す
る
行
政
行
為
の
取
消
、
及
び
、
提

起
さ
れ
た
給
付
を
与
え
る
べ
き
行
政
庁
の
義
務
の
確
認
(
F
同
〈
0
・
Z
F
H
S

(2) 

七
五
条
二
項
、
〈
の
の
七
九
条
二
項
〉
の
方
法
で
の
み
可
能
で
あ
っ
た
。
し

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

か
し
こ
の
場
合
に
も
、
個
々
の
解
決
す
べ
き
手
続
上
の
欠
陥
が
問
題
な
の
で

あ
っ
て
、
行
政
裁
判
手
続
の
原
則
的
短
所
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
〈
君
。
。

は
、
そ
の
欠
陥
を
除
去
し
、

給
付
訴
訟
(
二
一
条
、
四
三
条
二
項
)
、
給

付
判
決
(
一
一
一
一
一
条
三
項
)
を
明
示
的
に
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
行
政
裁
判

所
に
よ
る
自
由
な
損
害
査
定
に
対
す
る
疑
問
も
、

〈
君
。
。
一
七
三
条
が
、

原
則
と
し
て
民
事
訴
訟
法
の
全
て
の
規
定
を
必
要
に
応
じ
て
適
用
し
得
る
と

規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
た
。

公
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
を
民
事
訴
訟
に
指
定
す
る
よ
り
詳
細
な
論
拠
と

し
て
、
こ
の
争
い
は
、
全
体
的
に
、
あ
る
い
は
部
分
的
に
、
非
常
に

w
司
法

(

4

)

 

に
接
近
μ
(
Z
U
Z
N
C
H
T凹
ご
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

同
時
に
、
こ
の
争
い
は
、
行
政
裁
判
所
よ
り
も
民
事
裁
判
所
に
よ
り
な
じ
ん

だ
実
体
法
の
領
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

一
般
的
に
全
て
の
補
償
請
求
に
対
し
て
、
そ
の
種
の
げ
司
法
接
近
μ

が

認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
で
あ
れ
ば
、
そ
の
請
求
は
、
行
政
の
侵

害
行
為
に
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
内
容
的
に
何
ら
H

司
法
法
μ

(』

g
t
n
o
n
V同
)
と
の
同
質
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ら

ー令

1

3

4

v

L

T

 

基そ
づれ
くに
損対
害し
賠て
償
が民
行事
な裁
わ判
れ所
る、

場あ
合る
(い
f同IJ Iま
え7flJ
ば事
、裁

無判
罪所
のの
故ー
に定
損の
害処
を分

蒙
っ
た
勾
留
・
拘
禁
)
や
、
司
法
行
政
庁
と
個
人
間
の
公
法
上
の
権
利
関
係

か
ら
生
ず
る
請
求
が
導
き
出
さ
れ
る
場
合
(
例
え
ば
、
寄
託
法
に
よ
る
寄
託

関
係
に
基
づ
く
請
求
)
は
、
若
干
事
情
が
異
な
る
。
こ
こ
に
於
い
て
は
、
通

常
、
民
法
・
刑
法
・
訴
訟
法
に
基
づ
く
前
提
問
題
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
の

で
あ
り
、
例
外
的
に
実
体
的
司
法
接
近
が
認
め
ら
れ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
H

司
法
に
接
近
μ

し
た
例
外
的
な
請
求
は
、
民
事
訴
訟
に
指
定

す
る
こ
と
は
何
ら
妨
げ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
合
理
性
が
あ
る
で
あ
ろ

う
従
っ
て
、
最
後
に
あ
げ
た
例
外
の
場
合
を
除
き
、
公
法
上
の
補
償
請
求
に

於
け
る
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
を
維
持
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
何
の
合
理
的

な
根
拠
を
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
現
在
の

法
状
態
を
維
持
す
る
こ
と
に
は
、
次
に
述
べ
る
よ
う
な
訴
訟
技
術
上
の
実
際

的
弊
害
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
も
、
積
極
的
に
指
定
規
定
の

改
変
を
是
認
す
る
立
場
が
支
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

全
て
の
公
法
上
の
損
失
補
償
請
求
は
、
直
接
あ
る
い
は
関
接
に
、
ど
ん
な

方
法
で
あ
れ
、
高
権
的
に
個
人
の
権
利
領
域
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前

害提
さと
れす
Tこる
と。

す侵
る害
者行
は為
〆『、

高例
権え
的ば
行
有色 F、E
2?" A 
の用
合収
法用
性処
を分"'"、J
半Ij v;こ
所よ
でつ
審て
査権
さ利
せを
る{受
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料

こ
と
で
満
足
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
補
償
額
が
低
す
、
ぎ
た
り
、
行
政
庁
が

何
の
補
償
を
も
し
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
補
償
の
確
定
を
裁
判
所
に
申
し

出
る
こ
と
も
で
き
る
。
前
者
の
場
合
、
通
常
で
あ
れ
ば
、
行
政
裁
判
所
が
判

決
し
(
〈
当
の
O
四
O
条
一
項
)
、
後
者
の
場
合
は
、
基
本
法
や
そ
の
他
の
多

く
の
法
規
に
基
づ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
民
事
裁
判
所
が
判
決
す
る
。
そ
し
て
、

こ
う
い
っ
た
裁
判
所
の
管
轄
権
の
交
差

(cganrzES凹
)
は
、
原
告
が
、

最
初
の
侵
害
行
為
と
補
償
の
確
定
と
を
同
時
に
争
う
時
に
、
あ
る
い
は
、
ま

ず
第
一
に
高
権
的
処
分
の
除
去
、
そ
れ
か
ら
補
助
的
に
、
よ
り
高
額
の
補
償

資

を
請
求
す
る
時
に
生
じ
、
民
事
裁
判
所
と
行
政
裁
判
所
は
、
関
連
し
合
っ
て

い
る
争
い
の
一
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
判
決
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
訴
訟

の
複
線
性

(
N
d
q
a
m
-
O
E
m
s
-
G
、
あ
る
い
は
二
重
性

(US胃
荘
内
毘
仲
間
宮
広

島
向
。

E
n
Z
2
0向
。
)
と
呼
ば
れ
る
現
象
で
あ
る
。
確
か
に
、
両
裁
判
所
で

同
一
の
訴
訟
物
は
主
張
さ
れ
な
い
が
、
補
償
の
争
い
に
於
い
て
は
、
高
権
的

行
為
が
違
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
重
要
な
先
決
問
題
と
な
り
得

る。
ま
た
、
損
失
補
償
を
求
め
る
補
償
請
求
は
、
は
じ
め
の
侵
害
行
為
が
法
律

上
有
効
な
場
合
に
は
じ
め
て
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
さ
れ
る
場
合

(5) 

が
た
び
た
び
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
両
訴
訟
は
時
間
的
に
連
続
し
て
の
み
行

な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
民
事
裁
判
所
は
、
損
失
補
償
の
争
い
に
於
い
て
、

侵
害
行
為
の
合
法
性
に
関
す
る
行
政
裁
判
所
の
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
。
そ
れ

以
外
は
、
全
て
、
民
事
裁
判
所
は
、
公
用
収
用
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
行

政
行
為
が
違
法
で
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
の
問
題
を
先
決
問
題
と
し
て
自
ら

判
決
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
し
か
も
行
政
裁
判
所
は
、
公
法
上
の
先
決
問

題
に
対
す
る
民
事
裁
判
所
の
解
釈
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
由
に
異
つ

〈

6
)

た
解
釈
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
両
裁
判
所
が
同
一
の

事
案
に
関
し
て
異
る
解
釈
を
す
る
と
い
う
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
相
違
す
る
判

決
の
危
険
(
の
伶
F
Z
会
話
局
5
5
E再
開
ロ
仲
間

n
Z三
戸
口
問
。
ロ
)
を
生
来
せ
し
め

る
ζ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

訴
訟
の
二
重
性
の
問
題
は
、
必
然
的
に
損
失
補
償
の
確
定
を
遅
ら
せ
る
こ

と
に
な
り
、
原
告
、
つ
ま
り
被
侵
害
者
に
と
っ
て
甚
だ
不
利
な
結
果
に
な
る

だ
け
で
な
く
、
行
政
庁
の
側
に
と
っ
て
も
極
め
て
不
便
な
も
の
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、
行
政
手
続
は
争
い
が
継
続
し
て
い
る
間
停
止
し
続
け
る
か
ら
で

〈

7
v

あ
る
。
結
局
、
以
上
み
て
き
た
如
く
、
私
人
の
権
利
保
護
に
と
っ
て
何
の
意

味
も
な
い
、
そ
う
で
な
く
て
も
何
の
利
益
も
も
た
ら
さ
な
い
訴
訟
の
二
重
軌

道
性
の
問
題
は
、
公
法
上
の
損
失
補
償
を
行
政
裁
判
所
の
管
轄
に
移
転
す
る

〈

8
〉

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
る
。

第
二
節
の
建
築
地
事
件
の
と
こ
ろ
で
詳
説
し
た
よ
う
に
、
連
邦
建
築
法
一

五
七
条
は
、
建
築
法
の
領
域
に
於
い
て
、
通
常
裁
判
所
が
損
失
補
償
の
額
に

関
す
る
争
い
と
同
時
に
、
公
用
収
用
行
為
の
適
法
性
の
審
査
を
あ
わ
せ
て
行

な
う
こ
と
花
よ
っ
て
こ
の
澗
題
を
由
避
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
確
か
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に
、
こ
の
方
法
に
よ
れ
ば
、
訴
訟
の
二
重
性
の
問
題
は
避
け
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
が
、
こ
こ
に
再
た
び
他
の
新
た
な
不
都
合
が
現
れ
る
に
至
っ
た
。
す
な
わ

(2) 

ち
、
民
事
裁
判
所
は
、
今
や
全
く
不
慣
れ
な
(
昨
自
己
)
素
材
に
関
し
て
裁
判

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
連
邦
建
築
法
は
こ
の
不
都
合
を
意
識
し

て
、
二
人
の
行
政
裁
判
官
を
有
す
る
建
築
地
事
件
の
た
め
の
部
を
特
別
に
設

円

9
〉

置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
悩
み
を
解
決
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
於
い
て
す
ら
も
、
裁
判
権
を
か
よ
う
に
小
さ
く
独
立
し
て
分
割
し
て

し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
疑
問
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
用
収
用
お

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

よ
び
公
用
収
用
損
失
補
償
の
争
い
に
関
し
て
み
て
み
る
な
ら
ば
、
第
一
審
だ

け
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
異
な
る
場
所
に
存
在
す
る
四
つ
の
裁
判
所
、
す
な

わ
ち
、
行
政
裁
判
所
、
区
裁
判
所
(
裁
判
所
構
成
法
二
三
条
一
号
)
、
特
別

な
法
律
上
の
規
定
に
基
づ
く
ラ
ン
ト
裁
判
所
、
全
て
の
ラ
ン
ト
裁
判
所
に
あ

る
わ
け
で
な
い
建
築
地
事
件
の
部
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
権

限
分
割
は
、
確
か
に
不
明
瞭
極
ま
り
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

そ
の
よ
う
な
訴
訟
の
寸
断
は
、
裁
判
所
の
組
織
に
対
す
る
市
民
の
信
頼
を

弱
め
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
強
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
本

来
、
最
も
合
目
的
と
思
わ
れ
る
行
政
裁
判
所
の
み
に
よ
る
侵
害
一
行
為
と
損
失

補
償
額
の
審
査
の
可
能
性
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
現
在
の
法
制
度
に
は
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
o

こ
れ
を
解
決
す
る
道
は
、
先
に
挙
げ
た
例
外
の
場
合
を
除

い
て
、
全
て
の
公
法
上
の
損
失
補
償
請
求
に
対
し
て
現
存
す
る
基
本
法
、
お

.. 
よ
び
、
法
律
に
於
け
る
多
く
の
当
該
指
定
規
定
を
変
更
す
る
以
外
に
方
法
は

な
い

2
2
3い
か
と
す
る
主
張
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
て
い
匂

(
1
〉
こ
こ
で
補
償
(
〉
gmrFny)
と
は
、
損
害
を
生
ぜ
し
め
る
に
至
っ
た

行
政
庁
の
行
為
が
、
適
法
で
あ
る
か
違
法
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
区
別
す

る
こ
と
な
く
、
国
が
そ
の
活
動
に
よ
り
直
接
又
は
間
接
に
個
人
に
こ
う

む
ら
せ
た
損
失
を
棋
補
す
る
こ
と
を
云
う
。

(
2
〉

ωこ
の
解
釈
は
、
職
務
責
任
請
求
の
指
定
に
関
し
て
、
一
九
五
三
年

一
一
月
二
九
日
の
連
邦
裁
判
所
判
決
で
主
張
さ
れ
た
(
切
。
出
N
.
由

.ω
・
8

3
0
そ
の
連
邦
裁
判
所
の
判
決
は
、
者
。
Z
H
の
見
解
に
基
づ
い
た
も

の
で
あ
る

a
z
g
a
E
〉
Z
B
R
E聞
き
ロ

N
Zアロロ

ι
3
2岳
E
，

m国間
2
H
n
Z
&
R
-
S
F
宮
U
F
忌
明
N
・
ω-N印
)

(
3
〉

Z
2
5
8ロ山一
monygd司
-a-
の
02nrg君
。
向
。
出
口
仏
関
C
ロ
ヨ
R
E
W
E
-

2
p
r
p
』

N
-
]戸
川
田
一
目

H

・∞
-
N
O斗
-

d
z
u
D回
目

凶

D
ロロ
2
0
Hロロ円日開
2
2
N
口
出
品
会
。
』
ロ
丘
町
、
。
同
州
FNwm()・

ω・
N
N斗・
更
に
、
一
九
五

O
年
六
旦

5
日
ラ
ン
ト
高
等
裁
判
所
同
g
Z
H
m

判
決
(
去
り
戸

5
8
・ω・

8
∞)

(

4

)

一
九
五
一
年
四
月
十
二
日
連
邦
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
ヴ
オ
ル
フ

の
評
釈

G
N
-
S
2・
ω・
8
3
・

〉
B
向日片山

U
F
O
E
H
m
a
s
r
o
H同町
n
Z名門
mnycロ
問
・
同
)
同
肉
、

Hug-

∞-

Nω

。・

(
5
)
例
え
ば
、
バ
イ
エ
ル
ン
破
産
法
施
行
法

(
F
W
〉
E
E
F
E
p
m
m
m
g
Z
N

N
宍
)
問
。
一
七
条
一
項
一
段
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「
損
失
補
償
の
確
定
は
、
権
限
あ
る
行
政
庁
の
譲
渡
の
義
務
に
関
し
て

法
律
上
有
効
な
承
認
が
発
せ
ら
れ
た
時
に
は
じ
め
て
行
な
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」

そ
の
よ
う
な
特
別
の
規
定
が
な
い
場
合
は
、
公
用
収
用
処
分
の
額
定

以
前
に
損
失
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

6

)

民
事
裁
判
所
に
は
行
政
裁
判
の
確
定
ま
で
手
続
を
延
期
す
る
権
限
は

あ
る
が
、
義
務
は
な
い
(
民
事
訴
訟
法
一
四
七
条
)

(

7

)

所
有
権
の
移
転
は
、
通
常
は
公
用
収
用
損
失
補
償
に
関
す
る
決
定
の

確
定
に
よ
っ
て
初
め
て
始
ま
る
。

(

8

)

明

D
B任。同町

U
F
P
0・
ω・
ω
S
・
「
行
政
裁
判
所
を
し
て
、
公
用
収

用
の
合
法
性
に
関
し
て
だ
け
で
な
く
損
失
補
償
の
額
に
つ
い
て
も
裁
判

せ
し
め
、
こ
の
よ
う
に
し
て
訴
訟
を
一
本
化
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で

あ

ろ

う

」

!

(
9
〉
制
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
建
築
地
事
件
の
た
め
の
部
を
、
そ
の
特
別

な
構
成
に
も
拘
ら
ず
、
基
本
法
十
四
条
三
項
四
段
の
意
味
に
於
け
る

H

通
常
裁
判
所
H

と
み
な
し
、
そ
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
こ
と
は
前
述

し
た
。

(
叩
〉
巴
刊
号
ご
伊
豆
関
口
g
悶

C
E
F
5
E岳
m
g
m
g
n
y
長

g
ロロ仏

5
5
5
岡
山

R
Z
.
沼
田
・

ω・
5
0
.

同
氏
片
N伶
H
U
F
F
0・∞
-
N
3
R・

(
日
)
フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
は
、
行
政
の
活
動
に
よ
っ
て
損
害
を
蒙
っ
た
私

人
が
国
に
対
し
て
そ
の
損
害
の
賠
償
を
請
求
す
る
訴
訟
は
、
固
と
私
人

と
の
潤
の
当
事
者
訴
訟
と
し
て
、
安
全
審
理
訴
訟
の
一
種
と
さ
れ
、
公

法
上
の
訴
訟
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
私
人
に
惹
起
さ
れ
た
損
害

料資

の
賠
償
を
国
に
請
求
す
る
訴
訟
は
、
一
般
の
私
人
間
の
関
係
と
は
異
な

る
国
家
と
私
人
の
関
係
を
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
行
政
裁
判
所
の

管
鰭
と
さ
れ
、
そ
れ
を
規
律
す
る
原
理
自
体
も
一
般
の
私
人
間
を
規
律

す
る
民
法
典
の
理
論
と
は
別
個
の
公
法
原
理
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
(
神
谷
昭
「
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
研
究
」
三
四
二
良
)
。

(
ロ
)
こ
の
よ
う
に
、
公
法
上
の
補
償
請
求
に
於
け
る
民
事
裁
判
所
の
管
轄

権
を
廃
止
す
べ
き
と
す
る
主
張
を
採
る
者
に
、

関口
D
Z
u
u
g
〈
R
P
Z
g
N
G
H
の
岳
自
品
目
白
n
y
E
m
gロ
〉
ロ
凹
℃
HUs

n
Zロ
E
『
〉
ロ
回
開
E
n
y
d
oロ
∞
口
広
内
山
内
P
ω
・
民
叶
・

2
2自
由
ロ
ロ

U
P
P
0
.
∞
-
N
O叶・

0
昨
江

m
h
C
2日
仏

h
H
a
g
仏

2

0同町
g
E
n
v
g
開

R
R
Y
E
-包
昆
ぬ
回

ω守

田

g
g
F
』

N
W
5
8
・
ω-mNN-

特
に
、
公
用
収
用
損
失
補
償
に
対
す
る
も
の
と
し
て
は
、

回り。
H凹片
r
o
R
u
p
P
0
.
ω
・
ωCむ・

F
伺

H
n
r
o
u
p
F
0
.
ω
・
HON-

民
自
国
防
ロ
ロ

U
〈ゆ
Hmgr弘
己

Fnyロ
ロ
間
仏
2

の
官
民
宮
島
田
同
r
g
sロ
V

U
〈
切

H
H申
印
印
・

ω-NO日
・

ま
た
、
特
に
、
職
務
責
任
誇
求
に
対
す
る
も
の
と
し
て
、

F
n
r
c『山

F
P
C
-
∞
-
M∞
・
国
ω
5
8
f
F
P
C
-
伊

NC白・

剛ハロ
o
z
u
F
P
C
-
∞
-
E叶・

C
一f
F
P
C
-
ω
・
MMu--

出
企
門
町
口
出
血
ロ
ロ
山
門
V

司円

ω口
}Hロ
宮
内
同
町
H
O
H戸
自
門
町
内
円
宮
内
】
ロ

ι巾
H
D】つ安当

時}』口
}
M
g
c
m
H
F
n
v
z
g
H
W
2円
g
Z
2白
血
ロ
ロ

sZF司
旬
刊
弘
司

'ω
円}戸市出口市『-

u-m
の
HHH口内
r
R
E
o・
ω・
出
gL.
伊
∞
AF∞・

供
犠
補
償
請
求
に
関
し
て
、

切

2
5
2
u
の
盟
問
出
rgσ
剛山市
nygd司巾開
P
ロ
〈
盟
・

5
2
・
ω・
∞
念
・
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2

 

補
助
管
轄
権

基
本
法
十
九
条
四
項
二
段
の
民
事
裁
判
所
の
補
助
的
管
轄
権
の
規
定
が
、

(2) 

今
日
ほ
と
ん
ど
そ
の
実
際
的
青
山
味
を
も
た
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
(
第
二
章

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

第
一
款
一
ニ
、
第
三
節
二
)
。

〈
話
。
。
四

O
条
一
項
に
よ
っ
て
原
則
と
し
て

全
て
の
公
法
上
の
争
い
に
対
し
て
行
政
訴
訟
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

今
日
H

他
の
〔
機
関
の
〕
管
轄
が
認
め
ら
れ
な
い
μ

場
合
は
、
ほ
と
ん
ど
考

え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
理
論
的
に
は
、
行
政
裁
判
所
の
出
訴
条
項
も
本
質
的
に
は
立
法

政
策
の
問
題
で
あ
り
、
万
が
一
の
行
政
裁
判
権
の
廃
止
や
制
限
に
対
し
て

も
、
何
か
あ
る
訴
訟
の
道
を
開
い
て
お
く
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
い
い
)
公
権

力
に
よ
る
侵
害
行
為
は
、
必
ら
ず
裁
判
所
で
争
う
こ
と
の
で
き
る
保
障
を
置

〈

2
)

い
て
お
く
の
も
有
意
義
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
が
H

市
民
を
安
心
さ
せ

(
3
)
 

る“

(FH口
}
己
四
戸
口
問
仏
2
ω
g巳
ωru
円
問
。
ロ
)
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

問
題
に
な
り
得
る
の
は
、
む
し
ろ
、
補
助
的
管
轄
権
に
通
常
訴
訟
を
開
い

て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
批
判
は
み
ら
れ
る
。
確
か

に
、
通
常
裁
判
所
の
み
が
完
全
な
権
利
保
護
を
与
え
得
べ
し
と
す
る
権
利
保

護
思
想
は
、
過
去
の
ド
グ
マ
と
し
て
排
斥
さ
れ
て
い
る
し
、
タ
ラ
イ
ン

(
5
2ロ
)
、
お
よ
び
レ
ル
ヒ
ェ

(
r
B
Z
)
も
「
時
代
遅
れ
の
司
法
国
家
的
概

1

1

 11
'
 

A 

(

4

)

 

(
C
Z
H
r
c
-
z
T
2
5
g邑
H
n
y
g
ぐ
o
-
r
E
Z国
間
)
に
基
づ
い
て
い
る

(
5
)
 

と
批
判
す
る
。

念」
(

1

)

 

(

2

)

 

(
3
)
 
回
目
r
c
r
F
P
C
-
∞・]六
w
・

∞江口
r
山
F
P
C
-
ω
・
品
。
∞
-

F
2・n
z
u
p
P
0・
ω・
2
・

H

内]巴口一、
H
，
gmd〈
包
件
。
仏
向
。

8
2田
-w-E凹叩
-
L
g
〉門戸

5
・
〉
『
国
・
品

舟

凹

切
O
ロ
ロ
巾
円
。
日
ロ
品
開
何
回

3
5
記
〈
ロ
盟
問
戸

-
E
∞
・
∞
-
H
H

∞-

(

4

)

阿内{め百円

P

P

0
・
ω-HHmw
・

F
O
H
n
F
t
p
同・

0
・
ω・也市山・

(

5

)

ヘ
ル
マ
ン
(
出
R
H
B
Bロ
)
は
、
「
基
本
松
一
九
条
四
項
二
段
の
規
定

は
、
将
来
、
『
公
権
力
に
よ
る
権
利
侵
害
に
於
い
て
は
、
他
の
管
轄
が

認
め
ら
れ
な
い
限
り
H

事
柄
に
応
じ
た
μ

(

自円
y
g
g望
号
宮
口
品
。
)
訴

訟
が
保
障
さ
れ
る
』
と
表
現
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
」
と
主
張
す
る

(
国
耳
目
自
ロ
u
p
p
。・

ω・
ωゴ)。

行
政
行
為
の
取
消

公
法
上
の
補
償
請
求
の
際
に
論
じ
ら
れ
た
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
の
妥
当

性
に
関
す
る
根
拠
は
、
行
政
行
為
の
取
消
と
い
う
典
型
的
な
行
政
法
上
の
争

い
に
関
し
て
も
か
な
り
の
程
度
妥
当
す
る
。
民
事
裁
判
所
の
権
限
は
、
わ
ず

か
な
場
合
に
合
目
的
性
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

連
邦
建
築
法
に
於
い
て
、
公
用
収
用
処
分
が
通
常
裁
判
所
で
審
査
さ
れ
る

こ
と
に
関
す
る
論
議
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
(
第
五
節
第
二
款
一
)
。
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料

競
走
制
限
法
六
二
条
に
み
ら
れ
る
管
轄
指
定
規
定
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
テ

ル
行
政
庁
の
処
分
が
疑
い
も
な
く
行
政
処
分
で
あ
り
、
私
法
上
の
争
い
と
何

の
関
係
も
な
く
、
当
然
、
行
政
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
主
張
が
一
般
的
で
あ
る
。
今
日
、
カ
ル
テ
ル
行
政
庁
の
行
政
処
分
の
取

資

消
を
民
事
裁
判
所
の
権
限
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
合
理
的
な
根
拠
を
提
示

す
る
見
解
は
、
何
一
つ
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
学
界
の
厳
し
い
批
判
の
的

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
定
の
司
法
行
政
庁
の
行
為
の
取
消
に
関
す
る
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権

(
2
)
 

は
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
れ
を
是
認
す
る
主
張
、
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ
の
合

理
性
は
家
族
法
、
あ
る
い
は
、
刑
の
執
行
の
領
域
で
発
せ
ら
れ
る
司
法
行
政

庁
の
決
定
は
、
実
体
的
に
司
法
法
の
分
野
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
政

事
件
を
審
理
す
べ
き
行
政
裁
判
官
に
は
、
一
般
的
に
「
不
慣
れ
な
」

向。
-
E
E
m
)
法
領
域
に
関
す
る
も
の
と
云
え
る
こ
と
で
あ
る
。

(gnz 

〈
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p
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烈
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山
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問
E
E
P

Z
』
宅
二
甲
山
岳
・

ω・
ロ
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回

そ
の
他
の
公
法
上
の
争
い

民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ
た
そ
の
他
の
公
法
上
の
争
い
の
ほ
と
ん
ど
は
、

今
日
時
代
遅
れ
の
も
の
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。

一
定
の
権
利
の
存
在
や
種
類
に
関
す
る
確
認
が
民
事
裁
判
所
に
指
定
さ
れ

て
い
る
二
つ
の
場
合
ハ
ド
イ
ツ
営
業
法
九
条
一
項
、
電
信
施
設
法
三
条
三

項
)
は
明
ら
か
に
合
目
的
的
と
云
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
民
事
裁
判
所
に
と

つ
て
は
不
馴
れ
な
領
域
の
公
法
上
の
権
利
に
関
す
る
確
認
が
問
題
に
な
る
の

で
あ
り
、
こ
の
民
事
裁
判
所
の
管
轄
権
を
除
去
す
べ
し
と
さ
れ
て
い
る
。

行
政
強
制
手
続
に
於
け
る
執
行
に
対
し
て
民
事
裁
判
所
が
認
め
ら
れ
る
二

つ
の
場
合
(
郵
便
法
二
五
条
、
電
信
施
設
法
九
条
三
項
)
に
も
、
同
様
に
指

定
規
定
の
変
更
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
行
政
庁
の
執
行
に
よ
っ
て

侵
害
さ
れ
た
債
務
者
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
事
裁
判
所
の
判
決
に
は

〔

2
』

適
さ
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

(

1

)

 

(
2
)
 
kFEι

『
均
三
明
司
ロ
自
己
円
四
日
nyご
忌
罰
N
-
ω

・
ロ
N

・

〉
ロ

σ
Rご
F

P

0
・
ω
-
N
・

第
三
章

結

章

第
一
章
第
二
章
を
通
し
て
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
に
於
け
る
行
政
裁
判
権
の
性

格
と
、
行
政
・
民
事
両
裁
判
所
聞
の
管
糖
権
の
問
題
、
特
に
民
事
裁
判
所
に
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於
け
る
公
法
上
の
争
い
の
審
理
、
そ
し
て
そ
れ
を
、
め
ぐ
る
学
説
上
の
争
い

を
考
察
し
て
き
た
。
第
三
章
で
は
、
一
応
全
体
の
ま
と
め
の
音
山
味
で
、
私
見

を
交
え
つ
つ
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
の
ユ
ニ
ー
ク
な
性
格
と
更
に
普
遍
し
て
行

(2) 

政
裁
判
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

第
二
次
世
界
大
戦
後
(
一
九
六

O
年
以
降
そ
れ
は
特
に
顕
著
な
の
で
あ
る

が)、

西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
制
度
は
、
従
来
の
そ
れ
に
比
し
て
著
し
い
変
転

を
と
げ
た
。
そ
れ
は
一
言
に
し
て
云
え
ば
、
行
政
裁
判
所
の
行
政
に
対
す
る

活
動
が
、
他
の
手
段
を
も
っ
て
な
す
一
般
的
行
政
の
続
行
乃
至
一
種
の
行
政

の
自
己
統
制
か
ら
、
行
政
か
ら
分
離
独
立
す
る
裁
判
所
に
よ
る
行
政
の
法
的

統
制
へ
の
脱
皮
で
あ
っ
た
。
組
織
的
に
行
政
裁
判
所
の
体
系
は
、
下
級
・
上

級
・
連
邦
の
一
一
一
審
制
が
と
ら
れ
、
裁
判
官
の
地
位
・
身
分
も
保
障
さ
れ
て
、

行
政
裁
判
は
制
度
的
に
行
政
権
か
ら
分
離
し
た
。
ま
た
、
行
政
訴
訟
は
、

「
公
権
力
」
に
よ
る
権
利
侵
害
に
つ
い
て
の
み
で
は
な
く
、
策
法
上
の
も
の

を
除
き
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
公
法
上
の
争
い
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
取
消
群
訟
と
当
事
者
訴
訟
と
い
う
訴
訟
類
型
の
大
別
を

用
い
ず
、
判
決
の
種
類
と
し
て
、
形
成
・
確
認
・
給
付
の
判
決
を
認
め
つ

っ
、
訴
訟
の
種
類
と
し
て
、
取
消
・
義
務
づ
け
訴
訟
(
及
び
そ
の
亜
種
と
し

て
の
不
行
為
訴
訟
)
、

確
認
訴
訟
を
認
め
、
市
民
の
権
利
保
護
の
一
層
の
完

壁
を
期
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
し
い
行
政
訴
訟
制
度
の
規
制
は
、
行
政

裁
判
権
を
民
事
裁
判
権
と
対
等
の
地
位
に
置
こ
う
と
す
る
努
力
の
現
れ
で
あ

4ド

判 つ
官て
の、

独基
立本
法
司自
法体
的も
形
式行
に政
よ裁
る判
手所
続を
、他

及の
び裁
連判
邦所
のと
上全
級く
裁間
判様
所に
J¥ 、
の裁

審
級
順
序
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
西
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
権
は
、
今
日
疑
う
ベ

く
も
な
く
司
法
権
の
一
分
肢
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
云
う
な
ら
ば
、
そ
れ

は
、
戦
後
に
な
っ
て
、
著
し
く
司
法
裁
判
化
し
た
と
云
い
得
る
。
行
政
裁
判

権
が
存
続
し
て
い
る
理
由
は
、
法
律
上
の
争
い
の
多
様
性
、
行
政
事
件
の
複

雑
専
門
性
と
い
う
よ
う
な
特
殊
技
術
的
配
慮
、
法
政
策
的
配
慮
か
ら
、
行
政

裁
判
所
が
専
門
に
公
法
上
の
争
い
を
審
理
せ
ざ
る
を
得
な
い
必
要
に
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
戦
前
の
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
所
や
、
明
治
憲
法
下
の

我
国
の
行
政
裁
判
所
と
は
本
質
的
に
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
。
従
っ
て
国
民

と
し
て
は
、
自
己
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
と

救
済
は
保
障
さ
れ
て
お
り
、
唯
二
つ
の
独
立
し
た
裁
判
所
の
何
れ
が
管
轄
権

を
も
つ
か
が
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
様
な
西
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
の
司
法
裁
判
的
性
格
の
下
で
は
、
管
轄

権
の
問
題
は
、
司
法
権
内
部
の
機
関
相
互
間
に
於
け
る
権
限
分
配
の
意
味
し

か
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
人
民
権
利
救
済
の
上
か
ら
最
も
効
果
的
か
つ
合

理
的
な
配
分
手
法
を
思
考
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
行
政
裁
判
権
の
理
論
的

な
根
拠
が
、
権
力
分
立
の
原
理
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
、
行
政
上
の
争
訟
は
、

こ
れ
を
司
法
権
に
よ
っ
て
審
理
せ
し
め
る
こ
と
は
司
法
権
の
行
政
権
に
対
す

北法18(4・201)863



料

る
干
渉
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
を
行
政
権
自
ら
の
手
に
留
保
せ
し
め
る
前
提

に
立
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
管
轄
権
の
問
題
も
、
行
政
裁
判
・
司
法
裁
判
の

資

元
的
構
成
の
上
に
立
っ
て
考
え
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

司
法
権
に
属
す
る
対
等
な
行
政
裁
判
所
と
民
事
裁
判
所
の
策
轄
権
の
分
配

は
、
行
政
事
件
の
特
殊
性
に
ひ
と
つ
の
基
準
を
見
出
し
得
る
。
今
日
に
於
い

て
は
、
行
政
が
複
雑
多
岐
と
な
り
、
専
門
化
・
技
術
化
す
る
に
伴
い
、
行
政

に
関
す
る
争
訟
を
処
理
す
る
に
は
複
雑
か
つ
高
度
な
技
術
的
知
識
を
必
要
と

す
る
が
、
通
常
の
民
事
裁
判
所
は
、
そ
の
点
に
必
ら
ず
し
も
充
分
で
は
な
い

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
国
衆
と
人
民
と
の
行
政
上
の
関
係
は
、

私
人
相
互
の
関
係
(
民
事
関
係
)
と
は
実
質
的
に
異
っ
た
地
盤
の
上
に
立

ち
、
特
殊
な
法
規
制
を
う
け
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
行
政
上
の

争
訟
の
審
判
に
は
、
専
門
の
裁
判
機
関
に
担
当
せ
し
め
る
こ
と
の
方
が
よ
り

合
理
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
、
ド
イ
ツ
に
固
有
の
事
情
な
の
で
は
な
く
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
行
政
委
員

会
に
よ
る
行
政
争
訟
制
の
発
達
に
み
ら
れ
る
如
く
、
ま
た
シ
ユ
ワ
ル
ツ
が
、

司
法
裁
判
所
は
適
切
に
行
政
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
に
適
さ
な
い
か
ら
、
そ

の
た
め
英
米
に
於
い
て
は
行
政
裁
判
所
設
立
の
案
、
が
で
て
い
る
と
い
っ
て
い

る

(ωny-耳
民
宮
山
町

5
5
7
邑
g
Z
E
s
t語
】
邸
宅

g《
山
岳
町

n
D
B
B
Oロ
L
曲芸

耳
D
H
E
ω
-
N
C
)
如
く
、
各
国
に
共
通
の
普
遍
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
西
ド
イ
ツ
は
立
法
上
・
公
法
上
の
争
い
を
も
っ
て
行
政
裁
判

所
の
管
轄
権
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
、
こ
の
よ
う
な
争
い
の
技
術
性
・
専
門

性
の
要
請
に
答
え
よ
う
と
し
た
。
先
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
公
法
上
の
争
い

が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
っ
て
定
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と

も
典
型
的
に
公
法
上
の
争
い
と
さ
れ
て
い
る
取
消
事
件
が
、
現
在
民
事
裁
判

所
の
管
轄
権
に
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
の
あ
る
こ
と
は
第
二
章
の
明
ら
に
す

る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
の
指
定
規
定
が
、
今
日
の
行
政
裁
判
別
制
度
の
実

情
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
ま
ず
、
民
事
裁
判
所

に
よ
る
裁
判
が
判
例
の
統
一
の
た
め
に
望
ま
し
い
と
い
う
異
議
は
理
由
が
な

に
ま
た
、
補
償
に
関
す
る
争
い
が
、
民
法
上
の
請
求
の
基
礎
と
密
接
か
っ

有
機
的
に
関
連
し
て
い
る
と
の
理
由
に
対
し
て
は
、
賠
償
を
受
け
る
べ
き
人

民
の
側
の
請
求
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
二
つ
の
訴
訟
を
必
要

と
す
る
と
い
う
、
喜
こ
ば
し
か
ら
ぬ
状
態
を
如
何
す
る
か
と
い
う
異
議
が
同

じ
よ
う
な
重
要
性
を
も
っ
て
対
立
す
る
。
西
ド
イ
ツ
の
行
政
争
訟
に
於
い

て
、
面
目
を
一
新
し
て
登
場
し
た
行
政
裁
判
権
と
、
伝
統
的
な
行
政
国
家
的

行
政
裁
判
権
の
理
解
の
ず
れ
、
そ
し
て
、
公
法
上
の
基
礎
に
基
づ
く
財
産
法

上
の
請
求
は
民
法
上
の
争
訟
で
あ
る
と
す
る
古
い
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
テ
ー
ゼ

に
支
え
ら
れ
た
過
度
の
民
事
裁
判
所
に
対
す
る
信
奉
と
行
政
裁
判
所
軽
視
の

傾
向
が
、
こ
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
霧
呈
し
て
き
で
い
る
と
私
は
考
え
る
の

で
あ
る
。

最
後
に
、
わ
が
国
の
行
政
訴
訟
制
度
と
の
関
連
に
つ
い
て
述
ベ
、

一
般
的
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に
行
政
訴
訟
制
度
の
あ
り
方
に
触
れ
て
み
た
い
。

周
知
の
如
く
、
戦
前
の
わ
が
国
の
行
政
争
訟
は
、
行
政
権
内
部
に
行
政
裁

判
所
を
設
け
、
こ
れ
に
行
政
上
の
争
訟
を
扱
わ
し
め
る
典
型
的
な
行
政
国
家

(2) 

で
あ
っ
た
が
、
行
政
訴
訟
事
項
に
つ
い
て
刑
記
主
義
を
採
用
し
、
行
政
裁
判

西ドイツ行政裁判所法に於ける一般概括主義と行政裁判所の管轄権

所
は
全
国
に
一
箇
所
で
る
り
、
か
っ
一
審
に
し
て
終
審
で
あ
っ
た
こ
と
、
訴

訟
手
続
が
完
備
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
等
に
よ
り
、
行
政
統
制
・
行
政
救

済
の
制
度
と
し
て
は
極
め
て
不
充
分
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
制
度
自
体

は
、
従
前
の
ド
イ
ツ
の
制
度
に
範
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

は
、
戦
前
の
ド
イ
ツ
の
そ
れ
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に

現
行
憲
法
は
、
行
政
裁
判
所
を
廃
止
し
、
行
政
事
件
も
民
事
・
刑
事
の
事
件

と
同
様
、
通
常
の
司
法
裁
判
所
の
裁
判
権
に
服
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
音
山

味
で
は
「
司
法
国
家
」
制
度
が
新
し
く
採
用
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

訴
訟
手
続
に
つ
い
て
は
、
民
事
訴
訟
と
の
差
異
、
特
質
を
認
め
、
最
初
は
民

事
訴
訟
法
の
特
別
法
と
し
て
行
政
事
件
訴
訟
特
例
法
を
制
定
し
た
が
、
そ
の

後
特
例
と
い
う
語
を
外
し
、
行
政
事
件
訴
訟
法
の
制
定
を
み
て
今
日
に
至
つ

て
い
る
の
で
あ
る
。
行
政
事
件
の
裁
断
に
つ
い
て
も
司
法
裁
判
所
が
こ
れ
に

あ
た
る
以
上
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
管
轄
権
の
問
題
は
生
じ
得
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
現
在
の
ド
イ
ツ
行
政
裁
判
制
度
と
我
国
の
行
政
訴
訟
制
度
を
較
べ

て
み
る
と
、
ド
イ
ツ
に
於
い
て
、
行
政
事
件
、
が
行
政
裁
判
所
と
い
う
特
殊
な

行
政
機
関
に
よ
っ
て
審
理
裁
決
さ
れ
て
い
て
も
、
実
質
的
に
裁
判
の
要
素
が

宅

-

j 

純
粋
な
形
で
と
り
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
差
異
は
全
く
形
式
的
な
も
の
に
過

ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
確
か
に
現
実
の
実
定
制
度
は
、
す
ベ

て
基
本
的
に
は
、
国
家
体
制
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
、
日
た
そ
の
国

々
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
社
会
的
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
ら
諸
条
件
を
無
視
し
て
、
抽
象
的
に
対
比
し
て
も
客
観
的
に
正

確
な
評
価
は
下
し
得
な
い
か
も
知
れ
な
い
、
が
、
「
司
法
国
家
」
制
の
長
所
を

も
ち
、
他
面
、
裁
判
機
能
の
分
化
に
よ
り
・
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
必
要
と
さ

れ
る
専
門
的
技
術
的
知
識
を
有
す
る
裁
判
所
裁
判
官
に
期
待
す
る
「
行
政
国

家
」
制
の
長
所
を
あ
わ
せ
持
つ
独
特
な
制
度
は
、
我
国
の
制
度
に
と
っ
て
も

示
唆
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
わ
が
国
は
司
法
国
家
制
を
と
っ
た

と
は
云
っ
て
も
、
行
政
の
裁
判
的
統
制
の
最
も
主
要
な
訴
訟
形
態
と
し
て
、

抗
告
訴
訟
制
度
を
踏
襲
維
持
し
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
学
説
は
、
憲
法
の
変

化
の
意
義
を
ほ
と
ん
ど
無
視
し
、
現
行
抗
告
訴
訟
制
度
を
単
純
無
反
省
に
行

政
国
家
の
論
理
で
理
論
構
成
す
る
傾
向
に
あ
る
。
日
本
に
ド
イ
ツ
流
の
行
政

裁
判
所
を
新
た
に
設
け
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る

が
、
現
代
に
於
け
る
行
政
の
任
務
の
広
汎
、
複
雑
多
岐
性
に
注
目
し
、
技
術

的
観
点
か
ら
抗
告
訴
訟
制
度
の
本
質
を
理
解
す
る
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
が

で
き
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
行
政
訴
訟
制
度
も
、
よ
り
有
効
に
現
代
行
政
に

対
す
る
司
法
的
統
制
の
手
段
・
人
民
の
権
利
救
済
手
段
の
上
に
寄
与
す
る
の

で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
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